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むつ市議会第２０２回定例会会議録 第２号

平成２１年１２月７日（月曜日）午前１０時開議議事日程 第２号

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第 87号 むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第２ 議案第 88号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第３ 議案第 89号 むつ市営スキー場条例の一部を改正する条例

第４ 議案第 90号 むつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例

第５ 議案第 91号 むつ市水道事業及び用地造成事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

第６ 議案第 92号 むつ市水道事業給水条例の一部を改正する条例

第７ 議案第 93号 むつ市花・木・鳥選定委員会条例を廃止する条例

第８ 議案第 94号 指定管理者の指定について

（川内第１牧野外１施設）

第９ 議案第 95号 下北圏域介護認定審査会共同設置規約の変更について

第10 議案第 96号 下北圏域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について

第11 議案第 97号 下北地域広域行政事務組合規約の変更について

第12 議案第 98号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について

第13 議案第 99号 市道路線の認定について

第14 議案第100号 むつ市過疎地域自立促進計画の変更について

第15 議案第101号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第16 議案第102号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第17 議案第103号 平成21年度むつ市一般会計補正予算

第18 議案第104号 平成21年度むつ市魚市場事業特別会計補正予算

第19 議案第105号 平成21年度むつ市用地造成事業会計補正予算

第20 報告第 31号 平成20年度むつ市一般会計継続費精算報告書

第21 報告第 32号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第22 報告第 33号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成21年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２５人）
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は24人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（村中徹也） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第22 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第８７号

〇議長（村中徹也） 日程第１ 議案第87号 むつ

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第87号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第87号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第８８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 議案第88号

むつ市育英基金条例の一部を改正する条例を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。16番千賀武由議員。

〇16番（千賀武由） 議案第88号 むつ市育英基金

条例の一部を改正する条例についてお伺いしたい

と思います。

まずは、最近の貸し付けと返還についての現状

をお知らせ願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 最近の貸し付けの状況と

返還の状況を申し上げます。

まず、貸し付けの状況でございますけれども、

継続的に貸し付けをしている方、これは124名ご

ざいます。それから、新規に平成21年度で貸し付

けた部分が43名というふうなことで 合計で167名、

に現在貸し付けをしてございます。

それから、返還の状況でございますけれども、

、 、現年度分で返還予定のもの これが高校生が64名

大学生が205名、専門学生が46名というふうなこ

とで315名が返還をする予定となっております。

過年度分が98名ございますので、最終的な返還予

定の人数は413名ということになります。

貸し付けの予定額の総額でございますけれど

、 。も 平成21年度の予定は5,490万円でございます

そして、返還の予定額になりますけれども、

6,940万5,000円というふうな予定ですけれども、

過年度分については若干の滞納がございまして、

1,800万円ほどは若干おくれているという状況に

ございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 16番。

〇16番（千賀武由） わかりました。ありがとうご

ざいます。

それでは、借りた方で計画どおりに返せない未



- 47 -

納者には現在どのような対策を講じているかお聞

かせを願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

まず、返還が滞っている方につきましては文書

催告、文書で督促をしてございます。それから、

職員が自宅を訪問して督促、それから電話で督促

を行っております。平成21年度中に文書で督促し

、 、たものが43件 自宅訪問で督促をしたものが25件

それから電話で督促したものが53件という状況に

あります。この文書と自宅訪問の督促によって納

入された金額は84万4,500円となっております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 16番。

〇16番（千賀武由） 滞納して払えない場合、たし

か保証人を立てていると思うわけでございます

が、この保証人に払ってもらうようにして回収い

たしまして、次の人にまた貸し付けをきちんとで

きるようにしていかなければならないと私自身も

思うわけでございますし、この未収金をなくさな

ければならないと私は考えるところでございま

す。保証人を立てておりますので、この保証人に

払ってもらえるようにするというお考えはござい

ませんか。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

（ ） 、〇教育部長 佐藤節雄 千賀議員ご指摘のとおり

滞納分についてはなくさなければならないという

ふうな思いで取り組んでございます。そして、我

々も保証人のほうにも事情をお話しして、保証人

から、逆に言ってもらうとか、それから保証人に

支払ってもらうというような対応もとってござい

ます。できるだけ多くの返済をいただきまして、

新たな貸し付けに充当してまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（村中徹也） これで千賀武由議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第88号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第88号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第８９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 議案第89号

むつ市営スキー場条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第89号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第89号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 議案第90号

むつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） ２点ほどお願いいたします。

これは、11月27日提出の条例ですが、公布の日

を見ましたら、８月１日から適用するということ

で、さかのぼる形の条例になっているのです。こ

れはなぜこういう形になっているのかお聞きした

いなというふうに思います。これですと、専決と

いう形のほうがよかったのではないかなというふ

うにも思いますので。
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２点目ですが、そういう意味ではさかのぼった

ということは、この中身を見ると、85条を削ると

いうことで、85条を見ると、高額介護合算療養費

ということで、この部分を控除し過ぎたというこ

とは、支給額がその分少なかったというふうにち

ょっと私は解釈するのですが、そういう意味でこ

の控除を少なくしたという条例を早目に解消した

いということで８月１日から適用ということにな

ったのかどうか、そこのところ説明をお願いしま

す。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 横垣議員のお尋ねに

お答えいたします。

むつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部を

改正する条例についてでございますが、これは１

年間にかかった介護費用と医療費の合算額から自

己負担費用の一部を返還するという高額介護合算

制度に重度医療に係る分が入っていた場合、市が

一たん立てかえた重度医療費に相当する分を医療

保険から返納していただくための手続を定めたも

のですが、この高額介護合算の１年間の区切りが

７月31日までになっていることから、８月１日か

ら適用することとしたものであります。

なお、この条例につきましては、さきの９月定

、 、例会でご審議 御議決をいただいておりましたが

県との内容確認の結果、さらに条文整備が必要と

なり、今回の提案となったものでございます。

また、今まで支給が少なかったのではないかと

いうことでございますけれども、手続については

各保険の被保険者が行うことになりますが、介護

保険、医療保険、後期高齢者医療保険等の介護あ

るいは診療報酬レセプトによる計算、確認等が行

われた後の申請になることから、各保険の請求が

確定してから３カ月ないし４カ月経過してからの

申請になるものと思われていたものでございま

す。現時点では、一件の請求もされていない状況

であります。今後国保、介護保険等を確認して、

該当すると思われる被保険者の世帯には申請を促

す通知を発送する予定としております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） １年の区切りが７月31日とい

うところをもう少し詳しくお聞きしたいのです

が、かなり年度途中の区切り方なので、ここの区

切りがなぜ７月末なのかと。普通年度は３月で終

わって４月に始まるというふうな形なので、そこ

のところをもう少し詳しく。あと先ほど私お聞き

したのですが、結局本人の支給が少なかったので

はないかなということで、該当者がいればという

ことですが、ということは、もし該当者がいれば

少なく支給されたという事実はあったのでしょう

ねということを、再度確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 介護福祉課長。

〇保健福祉部介護福祉課長（岩崎男） お答えい

たします。

高額合算制度というのは、昨年の８月１日から

ことしの７月31日までの１年間、この積算をする

ということになっておりますので、途中からの制

度ということではなくて、最初から決められた期

間でございます。したがって、その期間で、世帯

で介護保険と医療費合算しまして、ある基準を超

えましたら、保険者のほうに請求していただくと

いうことになります。それで、先ほども部長が申

し上げましたとおり、請求が固まるというレセプ

トの確定が３カ月から４カ月かかるだろうという

ことで予定しておったものですけれども、いまだ

にご本人あるいは利用者からの請求がないという

ことでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 再度確認したいのですが、も

しこういうふうにさかのぼって条例が適用すると

いうことになるのであれば、専決という形の提案
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の仕方が適した提案の仕方ではなかったのかなと

思うのですが、そこのところはどうなのでしょう

か。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） これは、９月定例会

でもって一度議決をしていただいておりましたけ

れども、その中でまた条文の整備が必要となった

ことでもって再度提出ということになったもので

ございます。ですから、専決ではなくて審議して

いただくということで提案いたしました。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第90号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第90号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第91号

むつ市水道事業及び用地造成事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第91号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第91号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第９２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第６ 議案第92号

むつ市水道事業給水条例の一部を改正する条例を

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、１番澤藤

一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） 水道料金の統一は合併協議の

中で既に決まっていたことでございまして、答申

でも述べられておりますように、景気の低迷や高

齢化によりひとり暮らしの高齢者が多く、公共料

金の値上げは日々の生活に直接影響を与えます。

そして、川内、脇野沢地区は３段階、大畑地区は

４段階で是正をして、全体では平成28年４月まで

に統一するという内容で、平成29年度で全体的な

見直しを求めていますが、これが諮問どおりの答

申だったのか。

そして、今までの料金の格差の要因は何だった

のか。大畑地区は、主にわき水や地下水を利用し

ていますけれども、他の地区は河川水等を利用し

ているようです。この水処理にどのような違いが

あるのか、まずお尋ねをいたします。

〇議長（村中徹也） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（遠藤雪夫） 澤藤議員のお尋ね

にお答えいたします。

諮問どおりの答申であったのかとお尋ねです

が、むつ市水道料金等審議会への諮問内容は、水

道料金の統一を含む見直しについて、水道加入金

及び水道関係手数料の見直しについて、料金改定

の実施時期を平成22年５月使用分料金からとする

ことについての３点であります。審議会では、本

議案の参考資料としてお配りしてあります水道料

金等統一計画案に沿って事務局で説明し、質疑応

答、審議を重ねており、この統一計画案の中にた

たき台として水道料金等改定の考え方を示してお



- 50 -

ります。そういう意味では、諮問どおりの答申と

なっております。

次に、旧市町村間での料金格差の原因について

のお尋ねだと思います。水道料金の格差の原因に

ついては、それぞれの地区の事業経営上の諸条件

の違いにあります。その主なものとしては、水源

の種類、箇所数や取得条件の違い、あるいは水道

の布設年次、建設費の多寡など給水地域における

地理的、歴史的要因を初め、人口密度や産業構成

などの需要構造の違いによる社会的要因がありま

すほか、経営の効率化による内部組織的な要因等

が複合的に作用して格差が生まれるものと考えて

おります。

以上であります。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） この答申では、現在基本料金

が10立米までの料金となっており、次の見直しで

は最初５立米までの基本料金に含まれる水の使用

料が５立米までにすべきではないかというような

低減の措置を求めています。そういう方向で見直

しを考えるのか。それとも料金の見直しの中に料

金の値上げも将来考えられるのか、その辺につい

てお尋ねをいたします。

〇議長（村中徹也） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（遠藤雪夫） 前回の答申では、

５立米についても配慮するべきではないかという

答申がありましたけれども、今回の答申では、そ

れについても触れてあります。しかし、５立米と

いうのは、率からいきますと非常に少ない使用者

であります。10立米でも大体半分ちょっと過ぎる

かぐらいでありますので、そういう加味を将来、

平成29年度に全部足並みがそろった時点で、一般

的には平成29年度終了するまで値上げ、値下げの

論議は恐らく出てこないと思うのですけれども、

その時点では当然考えていきたい、そう思ってお

ります。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） いわゆるひとり暮らしの高齢

者が多くなって、水の使用料が少ない家庭もある

というような分析を審議会の皆さんがしておられ

るわけです。そのことが今の答弁と若干違うわけ

でございますけれども、やはり低所得の皆さん、

あるいは使用料の少ない方々に配慮する、10立米

までの今の基本料金を見直していくというような

考えが私は必要ではないかなと思うのです。

それから、今後川内地区あるいは脇野沢地区の

水道管の布設がえというふうなこともきっと出て

くるのだろうと思うのです。恐らく料金の値上げ

要因になってくるのでないかなというような懸念

があるわけでございます。そういう意味では、非

常に公共料金の値上げという部分では心配をして

いるわけですけれども、極力経費の節減をして安

い水を供給していただきたいなと、安全安心はも

とよりでございますけれども、そういういわゆる

旧町村部の布設がえの経費の問題も含めて、どの

程度どうなるのかというようなことがわかる範囲

でご答弁をお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（遠藤雪夫） お尋ねは恐らくど

の程度、どういう事業をやるのかということだと

、 、思いますけれども まず大畑地区につきましては

70％が耐震管でない硬質塩化ビニール管というも

のを使っております。これは、すべて今のいわゆ

るダクタイル管というのですか、そういう耐震性

のあるものにかえていきたいと。それから、浄水

場には遠隔装置をつけて管理していくと。それか

ら、もちろん配水池には地震が起きた場合自動的

に水がシャットアウトされるような、そういう装

置も考えていきたいと。

また、西通り地区につきましては、川内の浄水

場を全面的に改修し、そして７つある簡易水道施

設を統合する、また脇野沢地区には２つの簡易水
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道を川内地区と連結して１つの浄水場からの配水

にすると。また、田名部地区についてもまだ若干

施設の更新が必要でありますので、その部分につ

いてもやっていきたいと、そう思っております。

なお、今回の料金の値上げの中で十分対応して

いく、そう考えております。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

次に、４番工藤孝夫議員。

〇４番（工藤孝夫） ４点ほどお尋ねします。

１点目は、上水道と簡易水道を上水道に一本化

するということでありますけれども、川内地区で

言えば７カ所の簡易水道と脇野沢地区の２カ所を

統合する。そうした場合、現存する簡易水道の役

目といいますか、施設はどのようになるのか、こ

れがまず１点です。

それから、大きな２点目としては、先ほども同

僚議員がお尋ねしておった部分にも関係あるので

すけれども、この審議会が要望した事項の検討の

結果であります。１つは、料金の値上げになると

いうことから、川内、大畑、脇野沢地区の利用者

に対して十分な説明に努めることというふうに求

めているわけですけれども、どのような取り組み

がなされたのか。そして、納得が得られたのかど

うか。

２つ目は、小口径利用者には料金の低廉化が図

られているけれども、ひとり暮らし世帯が増加し

ていると。これらの家庭の使用水量は極めて少量

であることから、５立方メートル以下の料金につ

いてはさらなる特別措置を講ずるよう検討してい

ただきたいと、こういうふうな要望をされている

わけですけれども、この点でもどのような特別措

置を講ずるつもりなのか、これが第２点です。

大きな３点目としては、相当大幅な水道料金に

統一されるというふうなことで、一層の格差拡大

というのが懸念されているわけですけれども、市

民負担というのは当然のことながら、極力回避さ

れなければなりませんし、抑えなければなりませ

ん。この点で、合併４市町村の平均した料金体系

にするだとか、そういった配慮がなされるべきで

あったのではないかなという感じが私はいたしま

す。合併協議会で統一するということは決まって

おったということでありますけれども、高いほう

に統一するよということにはなっていないはずで

すから、格差是正という点でも、そういう視点で

の質問がなされたのかどうか、この点もお聞きい

たします。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 工藤孝夫議員のまず

１点目のお尋ねにお答えいたします。

市の簡易水道について、むつ地区では平成19年

度までに10カ所の簡易水道を上水道に統合してお

ります。これは、老朽化した簡易水道施設の更新

について、これまでと同様の地区単体の施設、い

わゆる取水、導水、きれいにする浄水、配水施設

を有する浄水場を整備するのでは建設費用がかさ

むこと、維持管理費がかかることなどコストの削

減を図れないままになりますので、上水道からの

統合配水管によって簡易水道を連結し、それぞれ

の浄水場を廃止し、不採算事業である簡易水道の

抜本的な改革を図っております。くしくも平成

19年度に厚生労働省の簡易水道施設等国庫補助金

制度の見直しがあり、基本的に上水道への統合事

業でなければ国庫補助金の対象とならないなど、

簡易水道事業を取り巻く財源調達の状況が大きく

変わってきております。このことから、西通り地

区の整備計画においても、川内地区の新規の上水

道施設を起点として点在する簡易水道を統合配水

管で連絡し、順次上水道に編入していくものとな

ってございます。

２番目の審議会が要望した事項の検討について

でございますが、むつ市水道料金等審議会の答申
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書において、要望の（１）として、川内地区、大

畑地区及び脇野沢地区については用途別料金から

口径別料金に変更になり、料金も引き上げになる

ことから、利用者に対して十分な説明を努められ

たいという文言が明示されております。このこと

につきましては、このたびご提案いたしました本

議案が可決されましたら、年明け後から４月ころ

まで広報紙やホームページでの啓蒙はもちろんの

こと、水道だよりの特集号の発行や地区ごとの住

民説明会の開催を考えてございます。

要望の（３）は、小口径、これは13ミリ、20ミ

リ、25ミリを指すと思われます。利用者には基本

料金の基本水量10立米を付して料金の低廉化が図

られているが、高齢化社会と言われる昨今、むつ

市も独居老人世帯がふえていると。これらの家庭

の使用水量は極めて少量であることから、５立米

以下の基本料金についてはさらなる特別措置を講

ずるよう検討していただきたいというものでござ

。 、 （ ）、いました このことにつきましては 要望の ２

これは要約しますと、口径40ミリ以上の大口需要

者の改定幅が大きいので、大畑地区の経過措置が

終了した後の平成29年度以降において全体的な見

直しを検討していただきたいというものでござい

ますが、要望の（３）の小口径利用者の少量利用

者に対する特別措置についても、要望の（２）と

同様に、大畑地区の経過措置が終了した後の平成

29年度以降において検討することとしております

ので、ご理解をいただきたいと存じます。

また、３番目の４市町村の基本料金の均一化に

ついてでございますが、水道料金は口径別や用途

別等料金体系の違いはありましても、おおむね基

本料金と従量料金で構成されております。基本料

金には、基本水量を付しており、むつ地区と大畑

地区は10立米、川内地区と脇野沢地区は８立米に

なっております。２立米の違いがありますので、

川内地区と脇野沢地区の基本水量を10立米に換算

して基本料金を比較いたしますと、むつ地区が

1,743円、川内地区が1,848円、大畑地区が

1,753円、脇野沢地区が1,984円となっており、４

地区の平均額は1,832円となります。このことか

ら、むつ地区の基本料金1,743円が一番低い状況

にありますので、基本料金を４市町村の平均的な

水準に設定することは、高いところに設定するこ

とになりますことをご理解いただきたいと存じま

す。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（工藤孝夫） まず最初の上水道、簡易水道

の一体化ということでありますが、川内の上水道

の取水口、非常にもう古くて大変だというような

ことは、私もこの点は十分認識しているつもりで

あります。ただ、今の話、あるいは計画を見ます

と、新規にあそこの上水道の施設を改良するだけ

で川内の湯野川まで、山手のところは、それから

また脇野沢のほうは九艘泊まで送水すると、上水

道から。そうなってきますと、全地域に供給する

だけの水量があの八木沢川だけで足りるのかどう

か。私専門的でないので、あえてお聞きしますけ

れども、その点について、まずお聞かせ願いたい

というふうに思います。

それから、審議会が要望した事項の検討、料金

の問題、特別措置の問題は、今定例会で可決され

。 、れば考えるという答弁です これ一般的に言えば

市民から見れば事後承諾を求めているようなもの

なのです、議会に対して。こうなってきますと、

審議会の皆さんにも失礼なことに結果的にはなる

のではないかと。審議会の皆さんは、こういう心

配があるのだと、だからよくよく利用者と話し合

ってくれと、そして結論を出してくれと、こう言

っているわけですから、それがそうではなくて、

この議会が終わったら各地域に入っていくという

。 、 、 、ことだと これは ルールが 順序が全く逆だと

私はそう思いますけれども、何かありましたら、
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これに対する答弁があったらお答え願いたい。

それから、ちなみに川内地区、大畑地区、脇野

沢地区のひとり暮らし世帯はそれぞれ何世帯なの

かお聞きいたします。

〇議長（村中徹也） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（遠藤雪夫） 川内浄水場を整備

して、それで十分水量が足りるのかというお尋ね

でございますけれども、今の八木沢川の上流のほ

うにいわゆる取水口を設けます。そして、高台に

あります湯野川、畑方面、それから脇野沢方面に

はいわゆる貯水池、配水池を設けまして、そこに

水をプールしますので、水量が足りなくなるとい

うことはないと考えております。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 可決されれば市民へ

の啓蒙、普及に努めるということでご答弁申し上

げましたところ、審議会の皆さんは、市民と十分

に話ししてというふうなお尋ねでございました。

私ども審議会が始まる際、審議会の委員の皆様に

は、答申をいただければ議会にご審議願って議会

に諮ることになりますというふうなものを事前に

申し上げてございまして、そのようなことから、

１番から３番のご要望に対しても、川内、脇野沢

、 、の軽減措置についてもわかりました 大畑の川内

脇野沢より長い激変緩和措置、軽減措置について

もわかりましたということでご答申いただいて、

平成29年度以降に検討していただきたいという要

望を出されてございました。そういうふうなこと

から、審議会委員と私どもの答弁に食い違いが生

じておるとは、先ほどの答弁で申したとおりでご

ざいますので、そういう理解でございます。

また、ひとり暮らし世帯については、当公営企

業局とすれば、そういう実態はつかんでございま

せん。私どもは、水道水を供給して、その使用料

をメーターで確認させていただいてご請求申し上

げるというふうなことで、その水道をお使いいた

だける方が何人お住まいなのかまで、家族調査ま

でいたしておりませんので、ひとり暮らし世帯が

何人かまでは把握してございません。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（工藤孝夫） まず、審議会の要望のことで

すけれども、端的に言えば審議会の方々の意見を

聞いた結果だと、そういう話ですけれども、そう

なりますと、審議会が求めた３つの項目、これは

審議会の答申に沿った、お願いに沿った方向の回

答が出るということになりますよね。そうでなけ

ればおかしいわけですから。そこの点を教えてい

ただきたい。

それから、ひとり暮らし世帯の実態をつかんで

いないということであれば、審議会の３番目の答

申に、これはちょっと不可解な点があります。つ

かんでいないというわけですから、ここでどうこ

う言っても始まらないわけですけれども、これつ

かむのでしょうね、この点。つかんでいきますよ

ね、川内、脇野沢、大畑の基本料金までの水量を

使わなくても済むといういわゆるひとり暮らし、

そういう可能性があるということで答申でも言っ

ているわけですから、これは当然つかむと思いま

すが、その点をお聞かせ願いたい。

あとは技術のほうに入っていくと思いますの

、 、 、で これは後ほど聞くとして 今の２点について

答申の問題についてお答え願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 先ほどと同じ回答に

なりますが、ひとり暮らしの世帯数については私

ども把握してございません。平成29年度以降にそ

れについて検討するというふうなことで、私ども

審議会でもお答え申し上げてございます。審議会

の答申どおりでございます。

〇議長（村中徹也） これで工藤孝夫議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。
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ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第92号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第92号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第９３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第７ 議案第93号

むつ市花・木・鳥選定委員会条例を廃止する条例

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第93号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第93号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第８ 議案第94号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、川内第１牧野外１施設の管理を行わせ

る指定管理者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。１番澤藤一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） 指定管理者の指定、これは川

内牧野、一般的には牧場でしょうけれども、まず

指定に当たって公募をしたのかということが１点

と、そして地元の農家の方々は非常に堅実な経営

、 、といいますか 信頼性が高いと思いますけれども

さきのみなみ農園開発の経験から、制度として必

要であるとの議論がされたわけですが、いわゆる

契約履行保証保険等の担保措置がとられたのか、

この２点についてお尋ねします。

〇議長（村中徹也） 川内庁舎所長。

（ ） 。〇川内庁舎所長 河野健二 お答えをいたします

まず、第１点目の指定管理者の公募は行ったか

についてお答えをいたします。むつ市営川内第１

牧野及び第２牧野を管理運営する指定管理者につ

いては、公募をいたしております。公募は、本年

７月27日発行の市政だより及び市のホームページ

に掲載いたしまして、説明会は８月７日に川内庁

舎で行いまして、出席団体は１団体でございまし

た。

また、公募の受け付けは９月７日から11日まで

とし、１団体から指定申請書が提出されたところ

でございます。

なお、今回の指定管理者の公募は２回目でござ

いまして、前回は平成18年度に行われまして、説

明会には２団体が出席し、１団体の応募という状

況でございました。

２点目の契約履行保険等の担保措置についてお

答えをいたします。履行保険等の担保措置をとる

ことはいたしておりません。公募要項の応募資格

を問う審査基準に法人税、法人市町村民税などの

滞納や会社更正法に基づく更正手続を行っていな

いなど、７項目にわたり基準を示しており、申請

時にこういった証明書の提出を義務づけているこ

と、さらに選定委員会での選定基準に施設の管理

を安定して行う物的能力及び人的能力を有してい

るものであること、またその他施設の設置目的を

達成するために十分な能力を有しているものであ

ることなど厳しい基準をクリアしていることか

ら、特に契約履行保険等の担保措置を講じていな

いものでございます。

川内地区牧野管理組合は、過去３年間における

牧野の管理業務は良好でございます。経営状況に

おいても、例えば平成19年度において、雨が少な
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いため牧草の生育が悪く、放牧頭数が伸びず収入

が減少した際には、組合員より会費を徴収して対

応するなど連帯して業務に当たっております。ま

た、受け入れております放牧牛のほとんどは、当

該組合員の方々の牛でございまして、業務不履行

は考えにくいところでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 今いろいろ説明がございまし

た。ありがとうございました。

私の申し上げているのは、いわゆるみなみ農園

開発問題で多額の返還金、これが発生しているわ

けです。こういうことを未然に防ぐために制度と

してこの保証保険等の担保措置をとるべきだとい

う前回の臨時会でいろいろ議論があったわけでご

ざいまして、信頼性が高い、例えばいろいろな財

務の内容等の審査をしているから、あるいは審査

会で厳重に審査をしているから大丈夫だと、では

みなみ農園開発の場合には、そういう審査がされ

なかったのですか。私この団体を疑っているので

はないのです。制度として設けるべきではないか

ということを申し上げているのです。今後、さき

の例のような事案が発生したときに、だれか個人

責任をとられるのですか。その審議会のメンバー

というのは役所の皆さんでしょう。だれか責任を

とるのですか。答弁願います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 指定管理者制度にかかわ

ります契約履行保険制度の導入ということにつき

ましては、先般もお尋ねにお答えいたしましたよ

うに、前向きに調査検討したいというふうなこと

で現在検討中でございます。ただ、すべての指定

管理施設にこの保険が適用されるものかどうか、

あるいはまたこの履行保険を導入するということ

になりますと、その保険代そのものが指定管理料

に上乗せになるというふうなことも当然考えられ

るということもございます。かといって、担保能

力がないということも問題としてあるわけでござ

いますので、その辺のところも加味しながら前向

きに検討していきたいというふうに思っておりま

す。

今回は間に合いませんでしたけれども、次の指

定管理者の指定というまでには、その検討結果を

出したいというふうに思っておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 前回の臨時会は10月30日だっ

たと思いますが、それから１カ月余りを経過して

いまして、検討の時間というのはそんなにかかる

ものではないと私は思うのです。そして、当然厳

しい審査。厳しい審査と言うけれども、役所の皆

さんがそれぞれの関係者が集まって財務内容等を

審査するわけですけれども、途中で役員がかわっ

たという前回の事例があるわけです。何回も言い

ますが、この川内の団体を疑っているのではあり

。 。ません 制度として早急に私は確立をすべきだと

そして、保証保険の保険料等が指定管理料に上乗

せになるというのは、これ当然の話です。ですか

ら、そういう方向で早急に検討されるのか、もう

一度答弁願います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほどご答弁申し上げま

したように、前向きに検討をいたしたいと思いま

す。これまで若干調査しましたところ、そういう

例も全国他市にはあるようでございますので、そ

の辺の事情、それからいわゆる保険の適用範囲、

そういうふうなところも十分精査しながら、当市

の施設に対応が可能なものかどうか、その辺のと

ころも含めまして、早急に検討結果を出していき

たいというふうに思っておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を
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終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。２番新谷泰造議員。

〇２番（新谷泰造） この指定管理契約書等を議会

に議決の資料として提出していただけないか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 協定書のことかと思いま

すけれども、協定書につきましては、議案の参考

資料というふうなことで提出してございません。

情報管理といいますか、情報公開制度にのっとっ

ての請求によりまして提出というふうなことで取

り扱いをいたしているところでございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） 今私はほかの指定管理者の契

約書については、情報公開に基づいて請求してい

るところですけれども、ただ、今情報公開でそれ

をやっている間にも議決されてしまうので、それ

を議決の前に精査すれば、リスク併記とか、そう

いうのも検討できると思いますので、ぜひ提出を

お願いしたいと思うのですが。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） これは、議決をいただい

て初めて指定管理者が決定するということになり

ますので、それからいわゆる年次協定を締結する

という運びになります。その後提示の請求といい

ますか、そういうのがあれば情報公開にのっとっ

てのご提供というふうなことでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） では、協定書の内容とか、そ

れから金額とかは、大まかにまだ決まっていない

のですか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 協定書は、ほぼ基本的な

形は当然決まっているわけでございます。金額は

それぞれの施設によって異なります。それから、

また施設に伴っての特別な条件を付さなければい

けないというふうなことがあると思いますけれど

も、その辺が違うということだけで、基本的な条

項というのは定まっているところでございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。17番白井二郎議員。

〇17番（白井二郎） １点だけお聞きいたします。

先ほど川内庁舎所長が説明したのですが、この

指定管理を受けた方には厳しい基準で審査をした

ということでございます。ただし、私たちが資料

としてもらっているのは、この議案第94号参考資

、 、 、 、料ということで 候補者 施設概要 収支の状況

施設利用延べ頭数、これだけなのですよね。正直

言って、どの指定管理者にも言えるわけですが、

この資料で我々議員に審査して議決してください

というのには、ちょっと私は資料不足だと思って

います。まずその辺のところ、どのように考えて

おりますか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 資料不足とのご指摘でご

ざいますけれども、確かに判断するに足る資料で

はないというふうなところはあろうかと思いま

す。そのようなことで、ご指摘によりまして、私

どもも今後議案の審議に十分満足できるような資

料の検討をいたしたいと思いますので、ご理解願

います。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（白井二郎） 総務部長もそのように考えて

いるということでございますが、やはり口で、説

明で厳しい基準とかと言われても我々わからない

わけです。どういう基準があって、どういう審査

がされて、どういう環境でこのような結果になっ

て指定管理者の指定をお願いすると、議決してほ

しいと。大変その辺が私不透明だということを申



- 57 -

したいわけです。この指定管理を受ける団体に対

、 、しては 私は何も不足はないわけでございますが

重ねて申し上げますが、やはり今後は指定管理者

を指定する場合には、より透明度の高い、議員が

わかる参考資料をよろしくお願い申し上げます。

その辺のところ、大変申しわけありませんが、指

定管理者を与える市長としてはどのように考えて

いるのですか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 確かに参考資料としてつ

けてございます指定管理者の候補者という欄のと

ころは、この団体がいかなる団体で、どういう管

理能力があるのかというふうなところを十分精査

するには若干足りないかなというふうに私として

も感じますので、その辺のところをもう少し補て

んできるような資料を検討してまいりたいと思い

ますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで白井二郎議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第94号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第94号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第９５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第９ 議案第95号

下北圏域介護認定審査会共同設置規約の変更につ

いてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第95号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第95号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第10 議案第96号

下北圏域障害程度区分認定審査会共同設置規約の

変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第96号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第96号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第11 議案第97号

下北地域広域行政事務組合規約の変更についてを

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。26番斉藤孝昭議員。

〇26番（斉藤孝昭） 議案第97号は、下北地域広域

行政事務組合の執行機関における組織力の向上及

び連携の強化を図るため、新たに参与という職を

設けるということであります。参与には、副市長

がなるということも聞いておりましたが、今ここ

に来て、なぜ参与が必要なのか、市長のお考えを

お聞きいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 斉藤議員も下北地域広域行

政事務組合議会の議員であります。それをまず前

提としてお話をさせていただく前に、皆様方にこ
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の部分はご説明をしなければいけないと、このよ

うに思います。

下北地域広域行政事務組合のほうは、当然ご承

知のとおり、人事面でも財政面でもむつ市として

非常に応分の支援と負担を行っております。その

部分で特にごみとかし尿という一般廃棄物の共同

処理、これにつきましては本当に市民生活に欠か

せない固有事務という性格上、相当額の負担を伴

っているということはご承知のとおりでございま

す。また、来年度からは民間移譲の形のしもきた

療育園、これはまず一定のめどがつきましたけれ

ども、まだはまゆり学園の経年劣化、そしてまた

老朽化というふうな非常に大きな施設整備、機能

強化というふうな部分、これを模索をしていかな

ければなりません。そういう意味では、ハード面

における懸案事項が非常に山積しておりますし、

ソフト面でも充実することが必要不可欠であると

いうふうな認識をしておるところであります。

この大きな課題を抱えている中で、私とともに

事務組合に参画しておりました特別職でありまし

た収入役が、ご承知のとおり地方自治法の改正に

よりまして廃止されました。そういう意味からし

て、私自身の目が少しでも行き届くようないわゆ

る太いパイプ役というふうなことで、組織力の強

化と連携力の強化というふうなことで、より密接

な下北地域広域行政事務組合との連携強化をして

いかなければ、非常にこれは市民生活に重大な部

分を担っているわけでございますので、その部分

で迅速的な情報収集、そしてまた実りある助言と

いうふうなことをいただきたく副市長を参与とい

うことで今定例会で提案をさせていただいた次第

でございます。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） よくわかりました。

ところで、今市長がおっしゃられた外部の執行

機関といいますか、広域運営しているのは下北地

域広域行政事務組合だけではなくて下北医療セン

ターというものもあります、当然議会も持ってい

ます。そちらのほうには、副市長の参与とか、そ

の他の名称の役職をつけて執行させるというふう

な考えはなかったのかどうかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） これは、議案とは別のお尋

ねでございますので、余り触れたくはないもので

ございますけれども、議長のお許しをいただきま

したならば、その部分でお話をさせていただきま

す。

下北医療センターのほうはどうなのかというお

尋ねでございますけれども、下北医療センターと

下北地域広域行政事務組合の部分、ちょっと性格

が違うというふうなところで答弁とさせていただ

きます。存在、その経営の内容、さまざまな部分

で組織として違うものがあるということでご理解

、 。ができるものではないかと このように思います

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） 細かい審査については、委員

会付託されますので聞きませんが、そうすると市

長は、副市長がいなかったここ２年間、一人でい

ろいろ苦しんで、いろんな執行活動をしてきたと

思いますが、先ほど言ったとおり、これからのこ

とも考えて必要だというふうなことでありました

ので、それはいいと思います。ただ、いつまでも

その役職が残るのであればどうかなというふうな

ことも考えますし、今後のその参与のあり方につ

いてももう少しいろんな方面から話を聞きながら

検討していただきたいと。今回はいいとしても、

これから検討することが必要だと思うのですけれ

ども、市長がどういうふうに思っているかわかり

ませんが、将来参与、管理者、または副管理者の

関係がどういうふうになるかということも含め

て、もし今考えていることがありましたらお知ら

せ願いたいと思います。
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〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） これは、他団体のことでご

ざいますので、下北地域広域行政事務組合の存在

というふうなこともこれからじっくりと考えてい

かなければならない大きなテーマであろうと思い

ます。その中で参与のあり方、また副管理者のあ

り方、副管理者は町村長でございます。そういう

ふうな形の中で消防の問題、広域でやっておりま

すけれども、広域のままでいいのか、そういうふ

うなところはやはり下北地域広域行政事務組合の

ほうで十分ご審議、ご協議をいただく場面が出て

くるものと。その中での参与のあり方、副管理者

のあり方と、そういうふうなものが当然議論され

るものと、このように理解をしております。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第97号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第97号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第12 議案第98号

第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申

請についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、８番浅利

竹二郎議員。

〇８番（浅利竹二郎） 第三セクター等改革推進債

の起債に係る許可の申請についてお尋ねいたしま

す。

まず、今起債をしてこの用地造成事業会計を廃

止するという理由についてですけれども、もう少

し早くできなかったのかというような思いがあり

ますので、なぜ今なのかということについてお尋

ねいたします。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 浅利竹二郎議員のお尋

ねにお答えいたします。

今起債をして用地造成事業会計を廃止する理由

についてのお尋ねであります。用地造成事業特別

会計は、公営企業法適用事業として昭和37年４月

１日にスタートしましたが、昭和55年ころから宅

地販売が不振となり、借入金に係る支払利息が経

、 。営を圧迫し 財務状況が悪化したものであります

このため事業廃止、会計の清算に向けて、平成９

年４月１日より会計を公営企業法の非適用事業と

して継続してまいりましたが、この間一般会計に

おいても大変厳しい財政状況が続いたことから、

清算のための十分な繰り出しができない状況であ

りました。今年度から地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の本格的施行に伴い、第三セクタ

ーや公営企業等の抜本的な改革に必要な財源に充

てることができる第三セクター等改革推進債制度

が創設されましたことから、今回この制度を活用

することにより、長年の懸案となっていたこの事

業を廃止、清算したいと考えております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ８番。

〇８番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

それでは、これまで造成事業に要した投資額の

総額、例えば造成費だとか管理費だとか公債費等

償還金利、これは一時借入金の部分だと思うので

すけれども、こういうたぐいの経費の総額、次に

造成事業で得た財産売払収入、造成して売った分

の収入の総額、次に前に市長の提案理由にありま

したけれども、財産の処分により見込む収入分を

差し引いてとあるのですけれども、この見込む金
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額というのは幾らなのか、この３点をお尋ねしま

す。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） まず、再質疑の１番

目、投資額の総額でございます。昭和37年度の用

地造成事業会計創設以来から平成21年度までの

48年間の投資額の総額は69億5,879万4,000円にな

っております。

２番目の財産売払収入の総額でございますが、

48年間で51億2,559万円になってございます。

また、収入分を差し引いて見込む金額というこ

とでございますが、202万6,000円でございます。

これは、国道279号道路改良工事、むつ南バイパ

、 、スの工事でございますが この事業に伴いまして

平成21年６月25日に県と土地売買契約を締結し、

既に収入済みであります並木地区の未整土地の一

部2,894.21平米分の売払収入でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ８番。

〇８番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

その説明によりますと、約69億円かけて51億円

収入を得たということで、18億円ほどのマイナス

ということになります。そのものが売れる見込み

がないということで、これは固定資産に、一般会

計に繰り入れになると思うのですけれども、今後

売れる見込みのない固定資産、こういうものをど

ういうふうに処分するつもりなのか、また特段の

理由があるのかどうか、そこについてご説明お願

いします。

ちょっと私が間違ったかもしれません。18億円

というのが固定資産として残るのかどうか、ちょ

っとこれ私の勘違いかもしれませんけれども、要

は残った分が一般会計に繰り入れになるわけです

よね。その分をこれからどういうふうに処理する

のかということについてお尋ねいたします。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 用地造成事業会計が

廃止になりますと、保有土地の処分計画につきま

しては、都市計画街路用地等公共用地として一般

会計への売却を見込んでおりました地区について

は、廃止とともに所管がえという処分形態をとる

ことになりますが、その他の地区については、基

本的に平成20年度に策定しております経営健全化

計画にのっとって進めてまいりたいと考えてござ

います。

経営健全化計画では、保有土地につきましては

それぞれの用途に応じて大分類では公共用地及び

一般分譲用地としておりまして、中分類では公共

用地は都市計画街路用地及びその他の用地とし、

また一般分譲用地は住居用地及び軽工業等用地と

しておりまして、平成20年度から平成29年度まで

の処分計画を経営健全化計画で策定しておりま

す。しかしながら、これまでの決算の状況でおわ

かりのとおり、依然として景気の低迷が続く中、

なかなか処分が進んでいないのが現実でございま

す。今後保有土地につきましては、一般会計へ所

管がえになりますが、それぞれの用途に応じて担

当部署を決定し、それぞれの部署において処分の

取り組みを強化し、早期の処分に努力してまいり

たいと考えてございますので、ご理解をいただき

たいと存じます。

〇議長（村中徹也） これで浅利竹二郎議員の質疑

を終わります。

次に、26番斉藤孝昭議員。

〇26番（斉藤孝昭） まず、この第三セクター等改

革推進債と簡単に言ったら、借金をして分割で返

すということになりますが、対象期間が平成21年

度から平成25年度までの時限立法で、議会の議決

の後、総務大臣または都道府県知事の許可が必要

だということの前振りの当議会の議決の提案だと

思いますが、これは何年返済になるのかというこ

、 。とと その借金をすることで……10年返済ですね
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この借金を返済することによって、今でも財政の

硬直化と言われていて、その年度予算のうちの返

済金が余りにも多いために自由に使えるお金がな

いというふうな厳しい状況がむつ市の状況であり

ます。そして、この12億円ちょっとの借りかえを

するということになる場合、公債費の比率が上が

って、ますます財政の硬直化を招くのではないか

というふうなことを心配しておりますが、そこの

ところはどのように考えているのか。

もう一つは、この第三セクター等改革推進債の

対象の事業についてですけれども、むつ市ではむ

つ市教育振興会、もう一つは脇野沢農業振興公社

とむつ市が100％出資している外郭団体が２つあ

ります。この財政状況、経営状況が、特に脇野沢

農業振興公社が悪いのですけれども、今後この第

三セクター等改革推進債、平成25年度までの間に

検討する考えがあるのかないのか、２点お聞きし

たいと思います。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 斉藤孝昭議員のお尋ね

にお答えいたします。

まず１点目、公債費比率についてのお尋ねであ

りますが、今回第三セクター等改革推進債につい

ては13億6,790万円の借り入れを予定しているも

のであります。また、借入条件等については市中

銀行からの借り入れで償還年限10年を予定してい

るものであります。

現在当市は実質公債費比率が18％を超えており

ますことから、起債の許可団体となっているもの

でありまして、県へ公債費適正化計画を提出し、

指導をいただいているところであります。

今後第三セクター等改革推進債の借り入れによ

りまして、実質公債費比率が約１ポイント上昇す

ることになりますが、一般会計、特別会計の事業

を精査し、起債の抑制を図ること並びに繰上償還

の実施の検討など、公債費の適正化に努めてまい

りたいと考えております。

２点目の市が出資している財団法人等に対する

この制度の適用についてのお尋ねでありますが、

第三セクター等改革推進債制度の対象は、１つ目

として、公営企業の廃止、２つ目として土地開発

公社及び地方道路公社の解散、または業務の一部

廃止、３つ目として、損失補償を行っている法人

等の解散または事業の再生でありますことから、

当市の第三セクター、地方公社の中でむつ市土地

開発公社が該当するものでありまして、今後制度

活用について検討してまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

次に、１番澤藤一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） いろいろ議論がありましたの

で、重複しない範囲で行いたいと思います。

昭和37年からの事業開始ということでございま

すけれども、この事業はそもそも他人の土地を買

って整地をして売却すると。水道事業等とは違っ

て、非常に公益性の低い、全く営利的な要素の強

い事業の破綻ということでございますけれども、

いろいろ答弁がありました。その中でまずこの現

在所有している土地、完成土地１万795平方メー

トル、未完成が10万6,137平方メートル、そして

合計で11万6,932平方メートルですけれども、こ

の所有土地の簿価と実勢価格が幾らなのか、そし

て売却の可能性が現在のところ全くないようです

けれども、その辺がどうなのか。

それから、今後用地によっては各部署で管理を

して、それぞれ活用、処分をしていくというよう

な答弁でございました。役所が土地を持って、そ

れを売却していくということ、そして当然その担

当者も入れかわったりして、その売却のノウハウ

といいますか、そういったものがきちんとしてい
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るのか。それから、専門知識を有する民間委託等

、 。を導入して もっと早く売却する考えがあるのか

そして、売却価格を実勢価格で売却するという考

えがあるのか。これらについてお尋ねをいたしま

す。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 澤藤議員に一部お答えをさ

せていただきます。

、 。この土地は 全くの塩漬けの状態でございます

そういうふうなものがこの50年のむつ市の歴史の

中でこういうふうな状況になってきておりまし

て、要するに14億円の赤字を抱えていて、この赤

字をどうするのかと。つまりこれは14億円、資金

不足比率が非常に高うございますので、これは外

部監査も受けなければいけない。そうすると、外

部監査を受けますことによっては、また2,000万

円、3,000万円の監査の費用もかかると。そうい

うふうなことをもろもろ検討いたしました。そし

てまた、14億円の赤字の中で、要するに土地の財

産として、簿価の問題が、これ具体的に企業局の

ほうで答えられるかどうかちょっと今わかりませ

んけれども、大体６億円から８億円程度評価価値

があるだろうと。そうすると、14億円の赤字から

８億円程度引くと６億円程度の赤字としてこの財

政法が変わった段階で判断をしてくれるのではな

いかとさまざまなことを期待をしてきました。し

かしながら、この赤字は赤字としてというふうな

ことでございますので、第三セクター等改革推進

債ということで利用させていただいたと。そのこ

とによって資金不足比率も、また先ほど斉藤議員

からお尋ねありましたけれども、４つの指標の中

の実質公債費比率は１ポイント上昇はしますけれ

ども、これは内部的にもっともっと下げる努力も

できる、しなければいけないと、こういうふうな

ことの総合的な判断でございますので、この部分

、 。でご理解をいただきたいと このように思います

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 11万6,000平米に対

して簿価、実勢価格についてとのお尋ねでござい

ます。私ども帳簿価格で押さえているものと、そ

れから住宅地として既に開発され整備している第

三旭町団地と並木の団地については１億4,000万

何がしの売り出し価格、実勢価格で押さえてござ

。 、います そのほか大概が市道部分でありますとか

緑地でありますとか、あるいは都市計画街路用地

でありますとか、助言指導いただいておりますけ

れども、先行取得した部分もございます。そうい

うふうなことから、帳簿価格と実勢価格が入り乱

れてございますので、分けてお答えしたいのです

が、把握してございませんので、了解していただ

きたいと思います。

それから、売るノウハウが引き継がれておらな

いのではないかと、きちんとそういうふうなもの

を引き継いで売る努力をしたらいかがかというお

尋ねに受け取らせていただきました。昭和62年度

に企業局の用地課がなくなりまして、昭和63年度

からは用地の担当者が一人もおらない状態で事業

の予算と決算を担当する形で進んでまいりまし

て、今市長がご答弁いたしましたとおり、いわゆ

る塩漬けの状況でまいってございました。途中県

の住宅供給公社のほうにお願いして、住宅ととも

にというふうなことで売上金の数％をお渡しする

という形で住宅供給公社のほうにお願いした件も

ございますが、このような形でまだ残っていると

いうことでございまして、澤藤議員のお尋ねに明

確にお答えできない状況でございます。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） なかなか悩んでおられるなと

いうのは伝わってまいりまして、ただ昭和55年こ

ろから売れ行きが悪くなったというふうな話でご

ざいまして、非常に実勢価格も把握していないよ

うな状況で、担当者も実質いないというふうな感



- 63 -

じでございまして、もっと民間に売却を依頼する

と。

そして、いま一つは、前に何かこの議論があっ

たときに、今安く売ると、前に買った方に不平を

言われるのではないかというような議論があった

記憶もございますけれども、その辺の実勢価格で

売るのかということ１つと、それから民間にある

程度ゆだねるというような手法も考えるのか、そ

の辺について答弁をお願いします。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 先ほど住宅供給公社

のお話もさせていただきましたが、それと同じ利

益というか、手数料で民間の方にというお声がけ

もさせていただきましたが、なかなか私どもが保

有している土地について興味を示していただくま

でには至らなかったというのが事実でございま

す。

それから、実勢価格についてでございますが、

前には澤藤議員、今お尋ねのとおり、前に買った

方々に提供した値段より安く提供いたすのはいか

がなるものかというふうな答弁をした時期もござ

いますが、平成19年度財健法ができまして、総務

省が青森県を通しまして、私どもに経営健全化計

画という形で強い助言をした際に、私どもは第三

旭町団地でございますが 一番最初に７万9,000円、

のものを４万3,000円でというふうに、そこまで

、 、私どもも もちろん30年以上もたっていますので

ガレージ、コンクリートでつくった車庫ももう亀

裂が入ったり、あるいはフェンスも倒れて、そう

いうふうな損失、もう減価償却というか、使えな

いものもありますので、それを差し引かせていた

だいて４万3,000円というふうな形で広報紙等で

募集いたしましたけれども、残念ながら５筆のう

ち一筆もまだ売れていない状況にございまして、

澤藤議員提言いただきました民間あるいは実勢価

格の軽減等についてもいろいろ検討させていただ

いたところでございます。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。２番新谷泰造議員。

〇２番 新谷泰造 先ほど用地造成費用として69億（ ）

円、それから売却収入が51億円、そうすると差し

引き18億円になるのですけれども、起債で14億円

引いたとすると４億円が残るのです。この４億円

は一般財源からの持ち出しだと理解してよろしい

のでしょうか。

それから第２点として、平成22年度から１億

3,600万円程度の返済が必要になるのですけれど

、 、も これは赤字解消計画に影響を及ぼさないのか

２点だけよろしくお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 差額については市か

らの繰出金でございます。

それから、赤字解消計画については、私どもの

所管ではございませんので、財政当局のほうでお

答え申し上げる事項でございます。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） お答えいたします。

２点目の赤字解消計画、９月定例会のときに赤

字解消計画書を提出しておりますが、そのときに

はまだ第三セクター等改革推進債の活用が不透明

でありましたので、踏み込んではおりませんが、

今後赤字解消計画を見直しする際には、これらの

公債費について見直ししてまいりたいと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。
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以上で議案第98号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第98号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第13 議案第99号

市道路線の認定についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第99号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第99号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１００号

〇議長 村中徹也 次は 日程第14 議案第100号（ ） 、

むつ市過疎地域自立促進計画の変更についてを議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、１番澤藤

一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） 議長、済みません、取り下げ

します。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

次に、３番目時睦男議員。

〇３番（目時睦男） 議案第100号について、確認

をさせていただきたいと思いますが、本議案は過

疎地域自立促進計画の変更の議案であります。高

齢者福祉施設の老人ホーム、それにその他川内と

大畑の地域と、このようなことでありますが、関

連して、私の理解では、この件に関しては補正予

算も盛られております。そういう意味から、関連

しているとすれば理解できるわけでありますが、

確認のためにこの川内、大畑のそれぞれの施設の

内容についてお知らせを願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 目時議員のお尋ねに

お答えいたします。

川内と大畑地区に対する施設のことでございま

すけれども、１つは川内地区の社会福祉法人八千

代会によります特別養護老人ホームでございまし

て、従来の施設に増設する形で定員50床から20床

の増を図るものでございます。

もう一箇所は大畑地区でございまして、こちら

は社会福祉法人三恵会による短期入所生活介護施

設で20床の新設建設となります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（目時睦男） 私の理解と今の説明が一致を

したわけでありますが、前の議会の議論の中で私

も申し上げて、理事者のほうもその認識について

は一致をしているわけでありますが、現在のむつ

下北の状況を見ますと、高齢化の状況等も相まっ

て、それぞれの老健施設、老人ホーム等のショー

トステイも含めて待機者が相当数おるというよう

な状況の中で、総体的にはこの地域の施設が不足

をしているというようなことで私も認識をしてい

ます。そういう面では、その充実強化を図るとい

う意味で今回の過疎法を適用して行政としての支

援をしていく、このようなことだろうと思います

、 。ので なお一層の努力をお願いしたいと思います

以上です。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第100号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第100号は

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０１号

〇議長 村中徹也 次は 日程第15 議案第101号（ ） 、

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する

者につき同意を求めることについてを議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第101号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第101号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第101号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第101号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０２号

〇議長 村中徹也 次は 日程第16 議案第102号（ ） 、

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する

者につき同意を求めることについてを議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第102号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第102号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第102号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第102号は、これに同意することに決定

いたしました。

ここで昼食のため午後１時まで暫時休憩いたし

ます。

午前１１時４６分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◇議案第１０３号

〇議長 村中徹也 次は 日程第17 議案第103号（ ） 、

平成21年度むつ市一般会計補正予算を議題といた
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します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、26番斉藤

孝昭議員。

〇26番（斉藤孝昭） 一般会計補正予算書の12ペー

ジの旧庁舎耐震等診断業務委託料について、まず

質疑いたします。

これは、旧庁舎の南と北の庁舎を耐震診断する

ということでありますが、なぜ今ここの旧庁舎の

、 、南 北庁舎の部分だけ耐震診断を優先させるのか

お聞きいたします。

、 。次は 20ページの体育施設管理費についてです

これは、スキー場の指定管理料の増額になるので

すけれども、提案理由では天候の理由で雪が少な

かったのでというふうなことではありましたが、

この指定管理料の増額に当たってどのような協議

がされたのかお知らせください。あわせて、単年

度で増額した後の金額と委託料と、直営で今まで

やっていた単年度の委託料の差がどれぐらいある

のかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 斉藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

旧庁舎の北庁舎及び南庁舎の耐震診断をなぜや

るのかということでございますけれども、ご存じ

のように、旧庁舎につきましては本庁舎移転基本

計画におきまして、本庁舎は議会棟も含めて移転

後速やかに解体し整地するということにいたして

おりますが、北庁舎、南庁舎、東庁舎、これにつ

いては再利用という仕分けをしていたところでご

ざいます。ただ、北庁舎及び南庁舎につきまして

は、いずれも昭和56年以前に建設された建物で、

耐震診断を必要とする建物でございますが、これ

まで対応ができなかったものでございます。これ

までは、再利用計画が整ってから、その整備事業

の中で取り組むこととしていたところでございま

すが、これが場合によっては相当大きな耐震補強

費が必要になるということも考えられますことか

ら、今後どのような再利用を図るにいたしまして

も、建物本体の健全性はやはり事前に確保してお

くべきだろうということの判断でございました。

来年度旧本庁舎を解体し、北庁舎及び東庁舎、こ

れを分離独立させる予定としているところでござ

いますが、診断次第では何らかの手だても必要に

なってくるということでございます。場合によっ

ては、最悪本庁舎同様解体撤去も考慮に入れてお

かなければいけないというふうなこともございま

す。

また、この耐震診断の期間、これが半年以上を

要すると。今学校等の耐震診断等を実施している

わけでございますけれども、非常に立て込んでい

て、この診断に相当の時間を要するというふうな

事情がございますので、あえて今の時期に補正を

お願いしているということでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 指定管理料の増額に関し

ましてお答えを申し上げます。

むつ地区体育施設の指定管理につきましては、

平成19年11月開催のむつ市議会第194回定例会に

おきましてご審議をいただき、平成20年４月１日

から平成23年３月31日までの３カ年、ＮＰＯ法人

むつ市陸上競技協会を指定管理者としてむつ地区

体育施設の管理をお願いすることとしたものであ

ります。

この指定管理者の指定の審議の際に、スキー場

の運営は天候に左右される、契約する際には赤字

補てんに関する一文を付してほしいとの意見が出

されておりました。これを受けまして、基本協定

締結の際には第27条として、物価水準の変動等に

より当初合意された指定管理料が著しく不適当と

なったと認められるときは指定管理料の変更を申
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し出ることができるとの文言を挿入した経緯がご

ざいます。今回は、その条項を受け、むつ市陸上

競技協会から、暖冬少雪によりリフト収入の落ち

込みがあり、指定管理料の変更の協議をお願いし

たい旨の申し出を受けたものでございます。協議

では、降雪の状況、リフト利用状況、経費の支出

状況を調査し、指定管理料の調整は必要だろうと

の判断に至ったところでございます。

続きまして、増額後の委託料と直営で管理した

場合の金額の差は幾らかというお尋ねでございま

す。直営で実施した場合と指定管理で実施した場

合との差につきましては、指定管理導入時に

。 、1,264万5,000円と説明をしてございます これは

直営の人件費5,727万9,000円と指定管理料積算時

の人件費4,463万4,000円の差を1,264万5,000円と

説明をしてございます。これは、あくまでも、そ

の他の経費は直営であっても、委託であってもほ

とんど変わらないだろうという前提のもとでその

ような説明をさせていただきました。今回指定管

理者のほうで収入が落ちたということ、天候の不

順によって収入が落ちたというこの事実は、例え

ば直営でやったとしても同じであろうと、同じに

料金に影響が出ただろうという判断をしてござい

ます。したがいまして、実質的に管理した場合の

金額の差というのは同じではなかろうかというふ

うに思ってございます。

ちなみに、指定管理者の平成20年度の決算が出

、 、ておりますので その決算の人件費と比較すれば

おのずからわかっていただけるのかなというふう

に思いますけれども、その人件費は4,094万

5,000円でございます。したがいまして、直営の

人件費と差し引きいたしますと、この時点では

1,633万4,000円の効果が出ているというふうにお

答えをさせていただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） わかりました。

旧庁舎の北、南庁舎の件ですけれども、まずは

市の持っている公共施設で不特定多数の方が出入

りをしている施設で耐震診断をやっていない施設

がまだほかにもたくさんあるはずです。そこをや

らないで、今現在人が入っていない、使っていな

い場所の耐震診断を優先してやらなければならな

いということは、もしかしてその耐震診断をして

人に貸す予定があって、その貸す予定ありきで先

行して予算をつけて診断をするのではないかとい

うふうなことを私は勝手に思っているのですけれ

ども、そういうことがあるのかないのか。

そして、スキー場の委託料に関しては、３年契

約でありますので、当初１億5,369万7,000円、今

回補正で521万4,000円ということになっておりま

すが、それでは今シーズン雪がいっぱい降って、

指定管理者の努力によってお客さんがふえて収入

が増額した場合、その増額分はどのように補正し

ていくのかお伺いします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 公共施設の中で耐震診断

をやっていないのは大畑庁舎、それから大畑の公

民館等になりますが、何でそういう施設をさてお

いて北庁舎、南庁舎をやるのかということでござ

います。これは先ほど申しましたように、旧本庁

舎を解体するということで、北庁舎、南庁舎を分

離独立させるということを並行してやらなければ

いけないというふうなことがあるわけでございま

すけれども、その折にきちっと使える建物なのか

どうなのかを北庁舎についてはまず診断しておか

なければいけないということがございます。これ

がやられないで分離独立した後に、実際に他の目

的のためにうまく使えないというものであれば、

これは二重投資にもなりかねないというふうな不

安もあるわけでございますので、そこのところは

今年度予算補正していただいて診断しておく必要
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があるだろうということの判断でございます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 指定管理の問題にお答え

いたします。

確かに議員ご指摘のとおり、指定管理は３年間

の契約でございます。本来であれば、３年を単位

として収支の状況について検証するという形にな

るべきが本来であろうかと思います。ただ、余り

にも自然の降雪の状況によって経営に影響がある

ということで、その指定を受けた団体の責めによ

らない理由、あくまでも天候に左右される経営状

況ということでございまして、その指定を受けた

団体に営業に関して非常に大きな不利益を与える

という状況のもとで、これは補てんをしなければ

ならないというふうに考えているわけでございま

す。したがいまして、昨年度は赤字であったけれ

ども、今年度は黒字が出たという場合には、これ

は当然その部分については相殺をさせていただき

たいというふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほど部長がちょっと答弁

漏れがありました。私からあえてご説明をさせて

いただきたいと思います。

これは、耐震の部分、つまり先ほどの部長の答

弁のとおり、本庁舎をつぶしてしまいますと、そ

こで集約していたボイラーだとかモーターだと

か、そういうふうなものがあそこに集約されてい

るわけです。ですから、その部分でまず北庁舎と

南庁舎の耐震をして、これはもう費用がかかるの

でしたらつぶさなければいけないという判断に至

るかもしれません。そういうふうな判断材料をや

はりしっかり根拠をつけるために、その耐震診断

をするということでございます。

さらに、他団体のそのために耐震をして、そし

て修理をするのではないかというご趣旨の、勝手

に思っているというふうな前段がございましたけ

れども、そういうことではございません。しかし

ながら、ある団体から、その庁舎を利用させてく

れないかというふうな申し入れがあるのは事実で

ございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） 旧庁舎の耐震診断の件につい

ては、借りたいという団体があってもなくても別

にいいのですが、そもそも最初に言いましたとお

り、今人がいっぱい出入りしている施設があるの

にもかかわらず、人が全然入っていないで、ボイ

、 、ラーとか電気設備とか 旧庁舎の真ん中を外して

端っこにある２つの建物がうまく使えないと。な

ので、それをうまく使うための段取り、または条

件をつけたいというふうなことはわからなくはあ

りませんが、あえて今回補正を組んでまで急いで

やる必要があったのかというところに疑問があり

、 。まして もう少し詳しい説明をしてほしいのです

例えば先ほど部長が答弁されました大畑庁舎、大

畑公民館の耐震診断はいつやるのだと。これは補

正ですから、急遽わいてきた話だと思いますが、

優先順位はどうだったのかとか、いろいろあると

思います。そこのところの説明をお願いします。

スキー場に関しては、むつ市陸上競技協会に指

定管理を指定したときに、天候によって委託料の

変動があるということを一筆入れてくれとお願い

したのは私でした。公共団体が管理するスキー場

の指定管理をしている各地方自治体で成功してい

る例はほとんどなくて、ほとんどのところが赤字

で、なかなか経営がうまくいかない、最後はやめ

てしまうというふうなのが今までの通例で多数あ

りました。なので、私はそもそも運動公園はいい

としても、スキー場を運動公園とセットして指定

管理するのはいかがなものかというふうな話もさ

せていただきましたが、やはり思ったとおりそう

なったかということであります。受けた団体には
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全然責任がなくて、一生懸命やっているのですけ

れども、なかなかこれを黒字に持っていくとか、

市民の皆さんに喜んでもらえるような集客力をア

ップするような施策ができるかといっても、これ

もまた難しいのです。そこのところをもしよかっ

たら、その金額の問題も含めて、今後どういうふ

うな指定管理の方法がいいのか、指定管理しない

で直営にしたほうがいいのかというふうなスキー

場の管理のあり方についてもぜひ検討してもらい

たいと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 大畑庁舎及び大畑中央公

民館の耐震診断の件でございます。これは以前に

もお尋ねがあってお答えしていたかと思うのです

が、いずれも非常に老朽化している建物でござい

まして、大畑庁舎も大畑中央公民館も建て替える

べきか、このまま使うべきかというところの判断

がまだつきかねているという状況がございまし

て、だからといって出入りしている人の危険はど

うなのだというところのご指摘もあるわけでござ

いますけれども、そこのところの判断をしたうえ

でないと、これがまた二重投資というふうなこと

にもなりかねませんので、その辺のところを見据

えながらの対応ということでございます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 今後の指定管理のあり方

についてお答えを申し上げたいと思います。

、 、 、まず 議員ご指摘のとおり こういうスキー場

季節にとらわれやすい指定管理については、非常

に検討する余地があろうかと思います。といいま

すのは、我々も今回は初めてのスキー場の指定管

理ということで出させていただいたわけですけれ

ども、実際我々が収入として多分入ってくるだろ

うと予想した金額から800万円程度減になってお

ります。これは、あくまでも天候に左右されるも

のをそのまま指定管理者に押しつけるわけにはま

いらないのではないかという思いでございます。

ただ、３年の契約がございますので、ことし、来

年度とまた少雪によりまして財源に不足が生じた

ということになれば、その時点では考えたいと思

っております。

それ以降の部分について、新たな指定管理をす

る際には、改めて指定管理のあり方、もしくは指

定管理でも収入のとらえ方。といいますのは、１

つには現在の取り扱いとしては指定管理者の収入

としてございます。これは、全くの収入の増減に

よって管理に影響が出てくるという形になりま

す。もう一つは、市の収入にするという方法もご

ざいます。そうしますと、収入の減の部分のリス

クは市が負うという形の指定管理も可能となりま

す。そうしますと、利用者の利便性を高めるとい

うことで指定管理者そのものが努力できるのでは

ないかなというふうな思いですので、その部分に

ついては今後変更といいますか、次回の更新の段

階では検討させていただきたいと、このように思

っております。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

次に、４番工藤孝夫議員。

〇４番（工藤孝夫） 労働費の緊急雇用対策費につ

いて２点ほど伺います。

１つは、緊急雇用創出事業と市単独事業の内容

について伺います。

２点目でありますけれども、前期の緊急雇用事

業では、川内地区の林道、登山道美化整備事業に

ついて早目の事業の開始、雇用ということへの配

慮がなされまして、大変歓迎されました。ただ、

その一方で失業者あるいは失職者の中から、事業

のあること自体を知らなかったという苦情をいた

だいたのも事実であります。そこで、失業あるい

は失職者が容易に知り得る、そういう周知方法、
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これは委託事業任せということではなくて、行政

が主導をとって周知していくべきだというふうに

思いますけれども、この点についてご答弁願いま

す。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 工藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

、 、まず 事業の内容につきましてでございますが

生涯学習課が大湊中学校の空き教室に保管してい

る野鳥の剥製の現況調査、簡易な修復及びデータ

ベースの作成を行います文化財保存調査及びデー

タベース化事業と、産業政策課が下北地域の冷涼

な気候を生かした新規作物の研究及び流通を計画

するために行う元気作物産地育成プロジェクト事

業の２事業を行うことにより新規雇用を生み出す

ことができるものであります。

緊急雇用事業について、国では追加経済対策を

取りまとめ、不況の回避に全力を挙げるとしてい

ることから、対策事業に動きがあった場合、今後

も最大限活用してまいりたいと考えております。

また、市単独事業の雇用対策として行っている

事務補助職員の採用については、新規事務補助職

員８名と雇用期間の延長に伴う４名の賃金を補正

するものであります。

もう一点、市民への周知を図ることについての

お尋ねでありますが、本件は青森県への申請、ま

た議会の承認後、担当課がハローワークへ雇用の

募集をすることになりますが、時間が限られるこ

とから、市民へ周知するよりよい対策が何がある

のか検討させていただきたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと存じます。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（工藤孝夫） 周知徹底のことで、これから

検討するということですから、ぜひそのようにし

ていただきたいと思うのですけれども、各庁舎ご

とで周知を図るという方法は考えられるのか、考

、 、えられないのか そういう方法はなじまないのか

その辺のことでもし考えがあったらお聞かせ願い

たいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） ただいま検討を進めてお

りますのは、市政だよりで、もう印刷のほうは間

に合いませんので、折り込みにするかどうか、あ

るいは新聞等を通じてやるのか、この辺のところ

を今検討している最中でございます。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（工藤孝夫） 市政だよりも折り込みもいい

のですけれども、やっぱり失職されている人、失

業している人は新聞の購読もしていないと、そう

、 。いう人もたくさんあるのです 現実の問題として

ですから、そこも含めて検討していただくように

要望しておきたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで工藤孝夫議員の質疑を

終わります。

次に、３番目時睦男議員。

〇３番（目時睦男） ３点についてお尋ねをいたし

ます。

１点目は、16ページ、歳出第４款衛生費の第２

項清掃費の２目のじん芥処理費についてでありま

すが、この2,373万1,000円の減額の理由と内容に

ついてお知らせを願いたいと思います。

２点目が17ページの歳出第７款商工費の第１項

商工費の６目産業振興費についてであります。こ

の予算案については、むつ下北ユビキタスコミュ

ニティネットワーク構築事業、これに要する費用

として計上されているわけでありますが、この事

業団体、事業内容、事業目的についてお知らせを

願いたいと思います。

３点目は、先ほどの同僚議員の質疑とも関連す

るわけでありますが、先ほどの質疑に対する答弁

の中で、この増額補正の中としては、指定管理者

からの申し出によって、協議の中で収入減の部分
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を補うと、こういう趣旨であります。実は釜臥山

スキー場にかかわる指定管理の基本協定書、それ

と同じような施設で指定管理をしている大畑の兎

沢スキー場の指定管理の基本協定書、協定事項、

条項が違うのです。例えば今の釜臥山スキー場に

かかわる指定管理の基本協定の第27条を該当させ

ている指定管理料の変更、この条項は、兎沢の場

合、兎沢スキー場等の部分については条項として

ありません。他の部分もあるのですが、私の理解

というか、通常こういう施設の場合にはどちらも

指定管理する側からすると、基本協定の条項とい

うのはマニュアル化してきちっと同じような条項

で協定するというのが当たり前というか、通常は

そうだと思うのです。そういうふうなことで基本

協定事項がそれぞれおのおので違うという部分に

ついてご説明をお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 目時議員のお尋ねの第１

点目の歳出第４款衛生費の第２項清掃費第２目じ

ん芥処理費の指定ごみ袋製作費の減額の理由と内

容についてでございますけれども、減額となりま

したのは、市指定ごみ袋製作費の年２回の入札に

よる執行残によるものでございます。当初市指定

ごみ袋製作費を予算では4,566万9,000円として見

ておりましたけれども、入札によりまして、実績

では2,193万8,000円になりました。今年度の販売

状況から勘案しまして、または在庫状況から勘案

しまして、この決算見込みにより2,373万1,000円

の減額の補正予算を計上したものでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お尋ねの２点目、むつ下

北ユビキタスコミュニティネットワーク構築事業

についてご説明申し上げます。

、 、まず初めに 事業の目的についてでありますが

本事業はむつ下北地域の魅力的な資源を県内外に

広く情報発信するため、インターネット上にサイ

トを構築するものであります。

次に、事業内容についてでありますが、むつ下

北地域の企業や個人事業主が気軽に情報発信でき

る仕組みを構築し、また地産地消を促進するべく

むつ下北でとれた農林水産物をだれもが取引や予

約が可能な仕組みを構築し、フリーマーケットや

産直販売等をネット上で展開することとしたいと

考えております。

さらには、地域コミュニティーを推進するシス

テムとして、懐かしい下北をテーマに、地域の学

校や風景をネット上に残し、地域出身者から下北

ファンを拡大すべく広く意見や書き込みのできる

仕組みを構築するものであります。

今回構築する仕組みは、自由に情報発信できる

仕組みとしており、今後情報発信側の枠を行政や

観光団体、学校など各分野に広げることで幅広い

情報を網羅した元気なまちづくりサイトとして成

り立つものと考えております。

次に、事業団体についてでありますが、市では

今年度中にシステムの構築を図り、仮称となりま

すが、むつ下北元気なまちづくりサイトを立ち上

げることとしております。構築後は、運営団体と

してＮＰＯ法人に対しコンテンツの作成、事業や

事業所のサポート業務等をお願いする形で検討を

進めております。

この下北ユビキタスコミュニティネットワーク

構築事業を進めていくことにより、市民のさまざ

まな生活局面をより豊かで快適なものとするとと

、 、もに 関連する産業の活性化や雇用の創出を含め

むつ市の元気回復、特に若い世代の元気回復につ

なげたいと強く願っているところであります。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 基本協定の部分について

お答えを申し上げたいと思います。
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、 、まず 基本協定の考え方でございますけれども

基本になるものは同じようなマニュアルに沿った

基本協定が原則になります。なぜ今違うかという

ことを申し上げますと、むつ市陸上競技協会の部

分については平成20年度で基本協定を締結してご

ざいます そして 教育振興会のほうは 平成21年。 、 、

。 、度で協定を締結しております 教育振興会の部分

先ほど27条と申しましたけれども、その部分は条

。 、がずれて記載されてございます したがいまして

その部分については教育振興会の兎沢スキー場に

ついても記載がございます。要は基本協定の見直

しをかけた結果、その部分の条が繰り下がったと

いうふうなことでご理解をいただければと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（目時睦男） 先ほどじん芥処理費の関係で

説明ありました。それで、今ごみ袋を市民の方々

に大きいやつで10枚300円で販売をしているわけ

であります。端的に言いますと、この契約者との

差額の部分の減額と、簡単に言うとそういうよう

な内容のようでありますが、300円に対して具体

的には原価が幾らで手数料が幾ら、そしてシルバ

ー人材センターのほうに、各販売店のほうに搬送

していただいていると、その経費等、原価的に見

た場合にどういう構成になっているのか、これに

ついて再度お聞きをしたいと思います。

それと、２点目の産業振興費でありますが、先

ほどの部長の説明からしますと、具体的にはむつ

下北ということですから、我がむつ市だけではな

くて、下北半島全体の特産品というか、そういう

ようなことでのネットワークづくりということで

進んでいくのかどうか。仮にそうだとすれば、関

係する自治体との連携についてはどうなのか、そ

の辺についてもお聞きをしたいと思います。私と

しては、こういう部分については当然我がむつ市

、 、だけではなくて 下北全体を丸ごとＰＲしていく

販売戦略をとっていくというようなことが必要だ

という意見を持っているわけでありますが、その

辺についてお聞きをしたいと思います。

３点目の部分については、私の持っている資料

では、先ほどの教育部長の説明からしますと、そ

の後基本協定書の差しかえをしたのかどうか、再

度その辺の部分について、今の条項についてはは

っきり私の手元の部分からすると載っていません

、 。から 再度確認をさせていただきたいと思います

以上です。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 目時議員からごみ袋の販

売またはごみの処理手数料の部分についてのお尋

ねがございました。まず、今回ご提案申し上げた

補正予算については、平成21年度の決算見込みで

ございますので、その部分においては原価が幾ら

で、それで差額が幾らかというようなところは、

なかなか今出ておりませんけれども、平成20年度

の決算で述べました決算を見ますと、販売額が

8,400万円ほどになっています。それで、製作費

、 、が3,200万円余 それから配達委託料が200万円余

取り扱い店の委託料が1,100万円余となっていま

す。これで売り上げから今言いましたもろもろの

費用 原価というものを差し引きますと 3,800万、 、

円余の差額が出てくることとなります。これにつ

く処理手数料でございますので、支払い側として

は、この部分でじん芥処理費、すなわち収集運搬

委託とか、または下北地域広域行政事務組合にあ

、 、りますじん芥処理施設での処理費用 これが結構

大体12億円ぐらい今年度かかりますけれども、そ

の部分に充てているというふうな状況でございま

す。

以上です。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お答えいたします。
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ネットワーク構築事業について、下北半島全体

でという目時議員のご発言でございましたが、こ

のネットワークの構築は、下北全域で構築するこ

とをねらいとしてございます。

また、構想取りまとめに関しても、各自治体も

この検討のメンバーに入っていただきまして検討

を進めているところでございます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

手持ちに今基本協定書を持っていないわけです

けれども、先ほど申し上げました指定管理料の変

更にかかわる条項は間違いなくあるということで

お答えをさせていただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（目時睦男） 今の教育部長の答弁に関連し

てのお尋ねでありますが、変更をする理由が降雪

の関係で少雪であったと、こういうようなことか

ら、営業日を減少せざるを得ないという、リフト

代の売り上げが少なかったという、その部分の補

てんというようなことで、この雪の関係について

は、海抜の状況もあろうかと思いますが、釜臥山

スキー場より兎沢スキー場のほうが雪の量は、低

地でありますから、まだ少ないというのが通常の

気象条件なわけであります。そういう面で、今の

部分についてはあるということからすると、仮に

兎沢スキー場の場合でもそういう経理的な部分で

申し入れがあれば協議に応ずると、このようなご

理解でよろしいでしょうか。最後お願いします。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 基本協定書の中にそうい

、 、う条項がございますので 協議の申し出があれば

申請は受けさせていただきます。ただし、営業に

どのような影響があったのかというふうなことに

ついては、かなりの部分で慎重に検討をさせてい

ただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

次に、２番新谷泰造議員。

〇２番（新谷泰造） 歳出の前年度むつ地区体育施

設指定管理料の調整金についてお聞きいたしま

す。

赤字の原因は、暖冬で雪が降らなかったことに

あるようだが、民間法人ならば契約時に見通すの

が当然ではないか。物価変動等と異なり、暖冬で

スキー場の雪が少なくなることは、現在の地球温

暖化の気象状況から一般的に予想できたことでは

ないか。

２点として、過去10年間の利用料の収入状況は

どうなっているのか。

以上、２点について。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） まず、雪の状況、民間法

人であれば、当然見通すのが当たり前ではないか

というふうなご発言でございました。これは、我

々行政サイドで積算した場合でも見通せませんで

した。といいますのは、我々が指定管理の公募を

した際に、二千四百幾らの収入が見込めますよと

いうふうな形で公募をしたのですけれども、これ

は平成11年から平成17年までの７年間の平均値を

用いた数値でございます。それで、一応その数字

を積算したわけですけれども、ここまで雪ががく

っと減るという予想はとてもできませんでした。

以後この後も暖冬の傾向は続いておりますけれど

も、それが果たしてどれぐらいの雪の量になるか

という推計はおのずと無理かというふうに感じて

おります。

過去10年間の利用料の収入状況ということでご

ざいますけれども、これは数字を並べてよろしい

のでしょうか。

まず、平成11年から平成17年まで、これは我々

が指定管理の収入の積算をするうえで平均値を求
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めた数字でございますけれども、平成11年度は

3,346万2,104円、平成12年度は2,989万7,490円、

平成13年度は2,546万8,000円、平成14年度は

2,209万4,485円、平成15年度は1,810万7,700円、

平成16年度は2,134万9,500円、平成17年度は

2,277万4,500円、平成18年度、これはもう皆様ご

存じのとおり、暖冬で全く雪がなかった年でござ

います。この年が554万8,400円、非常に大きな落

ち込みをしております。平成19年度は、1,629万

9,100円、そして平成20年度、これが指定管理者

に移ってからですけれども、1,645万2,100円とい

う数値になります。平成11年度から平成17年の平

均をとりますと、2,473万6,254円となります。平

成11年から平成20年までの平均をちなみにとって

、 。みますと 2,114万5,338円という数字になります

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） 今の中で、暖冬で雪が降らな

かった部分の収入減、今521万円補てんするわけ

ですね。それに関連する部分だけの説明をお願い

したいのですが。

今、年度別をずっと述べましたけれども、その

中で雪が降らなかったことによって、結局今補て

んするわけですよね。だから、その部分に関する

収入減というのはどのくらい見ればいいか、ちょ

っと説明願いたいのですが。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） まず、決算の状況、これ

は法人の決算の状況になるのでしょうけれども、

法人のほうでは当初3,000万円程度、これは全部

の施設の収入、使用料なのですけれども、運動公

園を含めたすべての使用料の収入で3,024万

8,000円を見込んでおったということなのですけ

れども、最終的には2,128万円の収入。この使用

料の部分だけを言いますと、896万7,206円の減と

なったというふうなことです。その2,128万794円

のうちスキー場の収入が1,645万2,100円というこ

とになります。すべての収入の77.3％がスキー場

の営業収益というふうな形になります。いかにス

キー場の営業収益に依存した形になっているかと

いうのはおわかりいただけるかと思います。

すべての収入のトータルが7,428万9,000円、す

、べての支出のトータルが8,026万円ということで

597万円のいわゆる赤字が生じていると。この

597万円というのは、あくまでも指定管理の経費

の赤字部分ということでご理解をいただければと

思います。といいますのは、指定管理料の変更と

いう協議を受けておりますので、指定管理に積算

したものの詳細について分析を加えているという

ふうなことでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） 今その解釈だと、27条の解釈

からすればおかしいのではないですか。だって、

雪が降らなかったことに起因するものだけ指定管

理料は変更できるという規定ですよね。そうする

と、物価変動は不可抗力であると。それに同様に

結局私は不可抗力でないと思うのですけれども、

理事者側では雪が降らなかった部分の収入減は不

可抗力であるから、その部分は補てんすると。そ

うすれば、本文のほうで、指定管理料については

原則として変更しないというのがあるわけです

。 。ね その例外規定を今適用しているわけでしょう

そうしたら、その例外規定の指定管理料の雪以外

の不可抗力のものを補てんするといったら、そも

そも原則に反するのではないですか。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

不可抗力の部分について補てんするという考え

は全くございません。あくまでも指定管理の基本

原則は、議員がご発言のとおり、補てんはしない

というのが原則でございます。我々が今議案とし
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て提出させていただいておりますのは、あくまで

も雪がなくて営業に影響を与えたという部分につ

いて提案させていただいております。

先ほど議員のご発言により、売り上げを読ませ

ていただきました。我々が5,299万円という指定

、 、管理料を積算したのは 先ほど申しましたとおり

2,473万6,000円という収入が基礎となっておりま

。 、 、す したがいまして スキー場を運営する場合は

この2,473万6,000円が入ってくるだろうというふ

うな条件のもとで5,299万円の指定管理料を算定

しているわけです。その2,473万6,000円が入って

こないと、これが1,600万円になったこと、これ

は何かといいますと、実は雪の推移も調べている

わけですけれども、通常の年度では、平成15年、

平成16年、平成17年、これは通常の年度で雪が多

い時期であります。この時期は、１月の末から２

月いっぱいまでは非常に雪が多い。その時期がい

わゆるスキー場の書き入れどきでありまして、こ

の時期を逃してしまえば収入はなくなるというふ

。 、 、うなことです その時期 平成20年度を見ますと

ほとんどが通常の３分の１から４分の１という雪

の量です。中には、一番営業しなければいけない

２月15日、これはちまたでは雨が降って、市街地

では雪が全くゼロになっている。スキー場もその

とおりで雪は減っております。一たん減ったもの

を、減ってアイスバーン化したところに利用客を

呼び込むのは非常に難しいものがあります。です

から、それ以降の収入はほとんど見込めなかった

という状況にあるというふうなことをご理解いた

だければと思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

次に、５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） 何点かお尋ねさせていただき

ます。

まず第１点目ですが、４ページにあります川内

の牧野の指定管理料であります。これは平成22年

から平成24年、３年間で1,319万4,000円というこ

とで、これを３で割ると年間439万8,000円になる

のですが、ここの牧野は今まで参考資料によりま

すと325万5,000円という金額であったのが、そう

いう金額であるにもかかわらず、平成19年度は１

万5,000円、平成20年度は９万6,000円という形で

利益を出していたのに、なぜこのぐらいふやした

のかということが１点目です。

、 、２点目 これは５ページの地方債のことですが

用地造成事業の会計廃止に伴って13億6,790万円

という地方債を借りるということです。この地方

、 、債を借りるに当たって 今まで借りていたものは

これによって一たんゼロになるのかどうか、そし

て新たにこの借金は、例えば今まで借りていた銀

行と違うところから借りるのかどうか、そこのと

ころもちょっとお知らせいただきたいなというふ

うに思います。

、 。次ですが 14ページのスプリンクラーの件です

このスプリンクラーの整備補助という中身がちょ

っと私はよくわからないのですが、これ古くなっ

てこういう形で補助というふうな形になったの

か、それとも新たな形での設置なのかというのを

お答え願いたいなということと同時に、いわゆる

福祉施設にはほとんどスプリンクラーは設置され

ているのでしょうかということもちょっと確認さ

せていただきたいと思います。

次ですが、17ページの中小企業融資特別保証の

件ですが、これは補正で1,076万5,000円というふ

うになっておりますので、こういうふえ方という

のは融資条件が昨年来かなり緩和されているの

、 。 、で その影響でふえたということなのか そして

今回の補正は大体何件の保証負担であったかとい

うことと、今年度は今まで何件の負担実績となっ

ているものか。そして、年末、来年３月までまだ
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間がありますので、その間こういう形の融資がふ

えた場合はどういう形の対応をするのかというこ

とです。

同じ17ページ、同僚議員も聞きましたが、ユビ

キタス事業費、内容はわかりました。これは、ハ

ード面の整備なのか、それともソフト面の整備な

のか、ここをちょっと確認させていただきたいと

思います。ソフト面の整備にしては、2,200万円

の委託料で、かなり高いものだなというふうに思

いますので、そしてこういう事業費2,200万円か

けて整備するのですが、今年度でこのユビキタス

の事業費というのは完了して、来年度以降はもう

維持管理という形だけのもので、事業費は余りか

からないのかなと、そこら辺までちょっとお聞か

せ願いたいと思います。

最後、19ページ、学校のほうの新型インフルエ

ンザ対策費に関連してですが、昨日むつ市は集団

接種の方向でインフルエンザ対策をするというふ

、 、うな報道が出ましたので この集団接種について

具体的にどういう形で進めていくのかなと、そこ

のところをお聞かせ願いたいなというふうに思い

ます。

以上です。

〇議長（村中徹也） 川内庁舎所長。

〇川内庁舎所長（河野健二） 第３表、債務負担行

為補正において、川内牧野指定管理料は今までよ

り高いのはなぜかについてお答えをいたします。

平成22年度から平成24年度までの３カ年の債務

負担行為でありまして、議員ご指摘のように、年

間指定管理料は439万8,000円となります。川内牧

野の指定管理料につきましては、平成19年度から

平成21年度までは年間325万5,000円でございまし

た。この積算根拠は、収入を年137万7,000円、支

出を463万2,000円と積算し、収入から支出を差し

引きますと325万5,000円の不足となり、この額を

指定管理料として支払いいたしております。

今回の積算では、収入は前回の計画より放牧頭

数がふえておりますので 若干ふやしまして140万、

円といたしました。支出は一昨年より肥料代の高

騰が目まぐるしく、前回の単価よりも１袋、これ

は500キログラム入りですが、１万8,325円上がっ

ており、この肥料を年間40袋使用しますので、こ

れだけで前回に比べて73万3,000円ふえました。

また、牧野で使用しておりますトラクターの老

朽化が進んでおり、修繕料20万円、それから燃料

費12万5,000円、また牧柵用の支柱や有刺鉄線の

購入費４万5,000円をそれぞれ増額しておりまし

て、その他防虫剤、それから材料費も増額して

114万4,000円高くなったという状況でございま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 用地造成事業債のお

尋ねにお答えいたします。

今までは一時借入金としてみちのく銀行むつ支

店から借りておりました。来年平成22年３月中に

全額返済をいたします。これからも同じところか

ら借りるのかということですが、市中銀行のうち

借入条件等を勘案して借り入れを１％でも0.1％

でも安いところ、借入条件のよいところを予定し

てございます。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 横垣議員のお尋ねに

お答えいたします。

まず、スプリンクラーのことでございますけれ

ども、これは古くなったからではなくて、本年３

月に群馬県で発生しました認知症グループホーム

の火災をきっかけにいたしまして、施設基準が見

直されることになりました。それで、現在つけな

くてもいいというのがつけることに変更になった

のです。それでもって今スプリンクラーの設置と

いうことが言われております。一応スプリンクラ
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ーの整備補助先といたしましては、地域密着型介

護老人福祉施設の現在おおみなと園でございま

す。なお、当補助金は100％が国の負担で交付さ

れ、交付基準単価１平方メートル当たり9,000円

に延べ床面積を乗じた金額となっており、国から

市へ交付された後に市から法人に交付され、補助

金を超える分については法人が負担することにな

っております。

次に、まだ整備されていない福祉施設はあるの

かということでございますけれども、スプリンク

ラー設置には多額の費用を要することから、各施

設とも国の補助を待っての設置を図っているよう

であります。また、既存の施設についてのスプリ

ンクラーの設置期限は、平成23年度末までとなっ

ております。市が所管する施設についてでござい

ますけれども、グループホーム等地域密着型８施

設ありますが、今のところ設置済みの施設が１、

本年度末までに設置予定が３、残る４施設は設置

予定がまだ判明しておりません。なお、この未設

置の施設については設置を促す通知を発送するこ

ととしておりますので、ご了承願いたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず１点目です。中小企

業融資特別保証は、融資条件が緩和されてふえた

のかというお尋ねでございますが、お尋ねの融資

条件が緩和された事業は、国の５号認定事業、原

材料価格高騰対応等緊急保証制度ではないかと思

われます。今回の補正は、何件の保証負担金で今

まで今年度何件の負担実績となっているか、今後

ふえた場合どういう対応をするのかというお尋ね

でございますが、むつ市独自の特別保証制度、中

小企業融資特別保証制度、信用保証料が第２・四

半期で1,465万4,162円、件数にして122件の負担

実績となり、前年度比136％となっております。

増額の金額は、議員ご指摘の何件の保証負担金と

いう積算ではなく、来年３月までの保証料を実績

と見比べ、第３、第４・四半期の伸び率を150％

と予想し、最終的に143％に落ちつく予想を立て

たものでございます。

今後ふえた場合とのお尋ねですが、このように

実績から見た決算見込み金額を推測したものであ

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ユビキタスネットワーク構築事業の内容

の整備について、ハードかソフトかというお尋ね

、 、でございますが この予算ではまずＡＰＳ開発費

これはインターネットを介してソフトウエアを貸

与するサービス業で、ＡＰＳ開発費、また情報発

信ＣＭＳプログラム開発費、地産地消システム開

発費、思い出ミュージアムシステム開発費、コン

テンツ作成費、これらプログラムソフト開発費が

主なものでございます。

また、次年度以降の対応でございますが、年間

市では350万円程度の負担金が生じるものと予想

しております。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

（ ） 、〇保健福祉部長 鴨澤信幸 横垣議員のお尋ねで

学校単位で接種を行い、接種率を一気に高める方

法を検討できないかということについてお答えい

たします。

むつ保健所から県としては12月７日から健康な

幼児、小学校低学年、１月上旬から小学校高学年

と中学生、１月中旬から高校生のワクチン接種が

順次開始されますが、対象者が多いことから、円

滑かつ短期間に子供たちへの接種を行うために集

団接種により計画的に進めることが必要である旨

の説明があり、小学生と中学生を対象に集団接種

の検討をしていただけないかと依頼が11月24日に

ありました。市内の各医療期間では、新型インフ

ルエンザの治療に時間と労力を費やしており、こ

れから需要が増すワクチン接種希望者を受け入れ
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ることは非常に難しいと推測されますし、医療機

関で患者と健康なワクチン接種希望者が接触する

機会をふやすことは、新たな感染拡大の機会とな

、 。ることから 可能な限り避けなければなりません

市では、集団接種に向け、むつ保健所、むつ下北

医師会、むつ市教育委員会と協議をしたところ、

医師会や保健所のご協力が得られることになりま

したので、今月の17日から集団接種を行うことに

なっております。市といたしましても、集団接種

を行うことにより医療機関、特に小児科の混雑の

緩和、罹患率の高い子供の重症化の防止、そして

保護者の不安の解消などにつながるものと考えて

おります。

なお、ワクチン接種は感染防止も期待できます

が、感染しても重症化しないようにすることを目

的に実施されておりますので、これまでお話しし

ているように、手洗いやうがいの励行、せきエチ

ケットの徹底、人込みを避けるなど市民の皆様一

人一人の予防対策が大事になってまいりますの

で、あわせてご理解を賜りたいと存じます。

なお、接種につきましてのスケジュールでござ

いますけれども、12月17日から21日までの期間で

予定されております 12月17日 18日 19日 20日。 、 、 、

はむつ地区で下北文化会館並びにむつ市役所でも

って予定されております。

、 、 、それから 川内地区におきましては 12月21日

第一川内小学校で実施の予定でございます。

大畑地区につきましては、12月21日、ふれあい

館のほうで実施の予定でございます。

脇野沢地区に関しましては、12月17日、脇野沢

診療所で予定されております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） １点だけ再質疑させていただ

きます。

スプリンクラーの問題でありますが、新たな基

準となったということで、結局市が管轄の８施設

のうち４つがまだということですので、これぜひ

来年度あたり整備してもらいたいなというふうに

、 。思うのでありますが お答え願いたいと思います

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 今国のほうにお願い

しているところが３つありまして、１つが決まっ

て、あと２つ決まることになるのですけれども、

そのほかに４つの施設があります。その４つにつ

きましては、平成22年度、平成23年度でもって一

応設置予定としているところが多いようでござい

ますので、早くするようにこちらからも通知した

いと思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。17番白井二郎議員。

〇17番（白井二郎） １点だけお聞きいたします。

19ページ、第一田名部小学校、第二田名部小学

校、大平小学校の耐震整備の事業が今回補正予算

で盛られて、およそ９億6,000万円の予算が計上

されているのですが、この内容ですが、校舎のみ

なのか、体育館を含んでいるのかをお聞きいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

いずれも校舎、それから体育館を含んでおりま

す。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（白井二郎） ありがとうございます。大変

児童には大切な事業でございますので、よろしく

お願い申し上げます。

〇議長（村中徹也） これで白井二郎議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。16番千賀武由議員。
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〇16番（千賀武由） 先ほど横垣議員も新型インフ

ルエンザについて質疑しましたけれども、私も２

点ほど聞きたいと思います。

前倒しで、これから子供たちの予防接種、大変

ありがたいことでございます。それで、予防接種

をした後、いろいろ全国で事故等で死亡者が出て

おります。もしむつ市でも子供たちの中で死亡者

等事故が起きた場合の、この責任はどなたになる

のかお聞きをしたいし、それと子供たちへのワク

チン、国産品を使うのか、輸入ワクチンを使うの

かお知らせを願いたい。よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） インフルエンザワク

チンに対しまして、死亡例といいますか、国のほ

うでもそれを補償というのは、この前の新聞等で

報道されているとおりだと思いますけれども、う

ちのほうで責任をとると、どこまでどうとればい

いのか、ちょっと難しいところであります。

それから、国産ワクチンを使うのかどうかとい

うことでございますけれども、一応高校生の接種

までは国産ワクチンを使用するということで通知

が入っております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで千賀武由議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。１番澤藤一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） 私も予防接種に関することで

すが、国の動きでは、この予防接種による事故に

ついての補償制度が国会を通過したというふうに

私認識しておりますが、つい最近大畑地区で、予

防接種によると見られる死亡者が発生したようで

す。それで、この施行対象といいますか、いつか

らこの補償制度が発効したのかするのか、お尋ね

いたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今澤藤議員が冒頭にお話を

なさいました予防接種による死亡例があったとい

うふうなことですけれども、これ初めてお聞きし

ます。何の予防接種なのか、具体的なそういうふ

うな報告も受けておりません。全く今初めてこの

場所でお聞きするわけでございます。何の予防接

種なのか。

そういうふうなところも、私

今初めてお聞きしました。

あと、担当課長から説明します。

〇議長（村中徹也） 健康推進課長。

〇保健福祉部副理事健康推進課長（成田晴光） お

答えいたします。

補償制度につきましては、ご存じのように、国

のほうでさかのぼって適用するということで、今

回の新型インフルエンザワクチンにつきましては

、 。国の事業でありまして 国のほうが責任を持つと

ただ、その副反応等の状態につきましては、国の

ほうで十分調査をしてから適用するというふうに

聞いております。

以上です。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 今市長のご答弁の中にありま

したように、 予

防接種を受けてから体調の悪化を招いて、そして

１週間程度の自宅療養と、そういう中で、医師の

判断で予防接種による健康悪化と。具体的には、

肺炎のようでございますけれども、80歳くらいの

方でございます。基礎疾患はないようでございま

す。今の答弁で、さかのぼって適用されるという

ような答弁でございましたので、遺族等から相談

がありました場合には、ご配慮をお願いいたしま

して、質疑を終わります。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ただいまの澤藤議員のお話

の中に



- 80 -

最初のお話しですと、

、 。予防接種というふうなことで 基礎疾患がないと

基礎疾患がなければというふうなこと、さまざま

なそういうふうなところがちょっと理解をしづら

い部分がありますし、果たしてここで一概にそう

いうふうな判断をこの場所で下すということはい

かがなものかと、私はそういうふうに思います。

これは、しっかりとその因果関係、それが予防接

種によるものなのか否か、そういうところはしっ

かりと調査を、初めて今聞いたわけですし、報告

も受けていない段階で、この場所でうかつに、拙

速にそういうふうな判断を私はする立場ではない

ということでご理解をいただきたいと、このよう

に思います。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 医者の判断で予防接種による

副作用というふうな説明を家族が受けたようでご

ざいますので、遺族から相談があった場合には、

そのような対応をお願いしたいということで終わ

ります。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第103号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第103号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第103号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。２番新谷泰造議員。

（２番 新谷泰造議員登壇）

〇２番（新谷泰造） 議案第103号に対する反対討

論を行います。

歳出、前年度むつ地区体育施設指定管理料の調

整金について、指定管理契約は赤字が出ないよう

にあらゆる事情を考慮し、積算してなされるべき

ものであり、赤字が出た場合は原則として指定管

理者の負担である。例外的に赤字の負担が認めら

れるのは、物価変動等と異なり、暖冬でスキー場

の雪が少ないことは現在の地球温暖化の気象状況

から一般的に予測できたことである。不可抗力で

はないので、基本協定第27条は適用すべきではな

い。

そして、指定管理者が一般的に予想できた暖冬

でスキー場の雪が少ないことを予想できなかった

ことは重大な過失がある積算ミスであり、指定管

理料5,299万円の１割の521万円もの赤字が出た場

合までもむつ市が赤字を補てんし、逆に黒字が出

た場合には指定管理者が利益を取得するというこ

とでは公平な契約とは言えず、財政再建のために

指定管理を委託した意味がなくなります。したが

って、本議案に反対いたします。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（村中徹也） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。議案第103号につい

てご異議がありますので、起立により採決いたし

ます。

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立者23人、起立しない者１人）

（ ） 。 、〇議長 村中徹也 起立多数であります よって

議案第103号は原案のとおり可決されました。

◇議案第１０４号

〇議長 村中徹也 次は 日程第18 議案第104号（ ） 、
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平成21年度むつ市魚市場事業特別会計補正予算を

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第104号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第104号は

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０５号

〇議長 村中徹也 次は 日程第19 議案第105号（ ） 、

平成21年度むつ市用地造成事業会計補正予算を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第105号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第105号は

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇報告第３１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第20 報告第31号

平成20年度むつ市一般会計継続費精算報告書を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第31号の質疑を終わります。

報告第31号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第３２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第21 報告第32号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、市立大湊中学校耐震補強及びその他改

修工事請負契約の一部変更契約について報告する

ものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、26番斉藤

孝昭議員。

〇26番（斉藤孝昭） 報告第32号について質疑を何

点かさせていただきます。

通告では、工事内容の見直しについてどのよう

な内容なのかというふうなことを通告しておりま

したが、報告書の中に工事内容というのがありま

、 。したので その部分を先に若干お聞きいたします

校舎の外壁改修、モルタル浮き部分補修、校舎

階段室及びトイレの劣化箇所の内装改修追加、校

内の建具及び天井の塗装箇所を追加ということが

主な内容になっておりますが、そもそもこの内容

が耐震診断をしたときになぜわからなかったの

か。入札するときに予定価格を公表しております

が、当然耐震診断をしたものをもとに請負金額を

決定していると思うのですが、なぜそのときにこ

の追加工事をしなければならなかったことが入っ

、 。ていなかったのか まずお聞きしたいと思います

次は、請負金額を変更することによって入札制

度に問題が発生するのではないかということであ

ります。請負業者が仮に入札するときの見積もり

を行った場合、さまざまな条件を考えて、今の追

加の工事を含めた見積もりをした単価がこのたび

落札した業者より高かった場合、低かったほうが

落札することになります。となると、ではそもそ
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もいろんな場面を想定して見積もりの積算を出し

た業者が請負できなくて、外した業者が請負して

しまうという場面が生じるというふうに私は思っ

ていたのですが、この件についてどのようにお考

えなのかお伺いいたします。

３点目は、これも２点目と関係するのですけれ

ども、当初の積算根拠と今の修正後の積算根拠で

何が違ったのかということであります。

３点お願いします。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 工事の内容についてお答

えいたします。

市立大湊中学校の耐震補強及びその他改修工事

は、既存の校舎に手を加える工事であります。工

事が進行しなければ改修箇所を把握することが困

難な場合もございます。今回の工事の場合のよう

に、外壁を調査しなければいけないというふうな

ものは、工事を発注して、足場をかけてからでな

いと改修判断ができないという状況にございま

す。もし設計の委託の段階でそれをやるというこ

とになりますと、改めて足場等をすべて設置しな

ければいけない。設計が終わった後に、またそれ

を撤去しなければいけないというふうな二重投資

になります。したがいまして、今回の場合は外壁

については足場を組んでから調査をしたというこ

とでございます。これによりまして、外壁モルタ

ルの浮きが広範囲にわたり判明したものでござい

まして、落下防止のための工事が必要となったと

いうことでございます。

また、トイレの改修では当初予定では便器の取

りかえと、それに関連した周囲の改修ということ

を予定しておりましたけれども、実際工事を進め

た段階で予想以上に劣化が進んでおったというふ

うなことで、改修箇所が広範囲にわたったという

ことで増額になったものと、工事の内容がふえた

というふうなことでございます。そのほかに階段

のノンスリップタイルというのがございますけれ

ども、これも同様に劣化が進んでおったというこ

とで改修することとしたものでございます。

請負金額の変更ということでございますけれど

も、まず今回の工事の部分については、私ども教

育委員会のほうから答弁をさせていただきます。

今回の変更は新たな工事の追加というふうなもの

でありますので、特に問題はないのではないかと

考えております。

それから、当初の積算根拠と変更後の積算根拠

の違いはということでございましたけれども、こ

れはさきに述べましたとおり、外壁モルタルの浮

きの改修面積が881平方メートル、トイレの改修

面積が353平方メートル、階段ノンスリップタイ

ルの改修面積が255平方メートルふえたというこ

とでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） ２点目の請負金額を変更

することは入札制度に問題が発生するおそれがな

いかというお尋ねについてでございますが、本件

の工事請負契約の一部変更契約につきましては、

ただいま教育委員会から説明がありましたとお

り、当初の調査、設計から縦覧、入札の時点で現

場確認ができなかった工程でございまして、国・

県に準拠し、市で定めております工事請負契約標

準約款第18条第１項第５号、設計図書で明示され

ていない施工条件について予期することのできな

い特別な状態が生じたことという条項に基づきま

、 。して 変更契約の手続を行ったものでございます

変更見込み金額につきましては、請負代金額の

30％以内である場合には、昭和44年３月31日建設

省官房長通知によりまして、別途発注せず、変更

契約で対応してよいということになっておりまし

て、今回の変更金額は請負金額の2.5％でありま

したので、変更契約による対処工法を選択したも
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のでございます。したがいまして、ご指摘のござ

いました当初入札執行につきましては、適正に行

われたものと判断しているところでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） そもそも耐震補強工事だけだ

ったら、多分こんなことにはならないのです。こ

の項目には、耐震工事補強及びその他の改修工事

というふうな項目になっていまして、多分１回手

かけるので、ついでにやれるところはみんなやっ

てしまえというふうな考え方だと思うのです。な

ので後から、トイレが古かったので直さないとだ

めだとか、校舎の建具とか天井とか、今の機会に

やっておいたほうがうまくいくなというふうなこ

とで追加になっていると私は思うのです。ただ、

こういうやり方がいいか悪いかといったら、やは

り公共工事なので、余りよくないことだと私は思

うのですけれども、今後も耐震補強工事を順次や

られていくので、あえてここで話をしておかない

と、何でもありになってしまえば困るなと思いま

すので、わざわざ報告に対して質疑をさせてもら

っています。今の件について、どういうふうな感

想を持っているのかお伺いしたいというのが１

つ。

まじめというよりも、正しく見積もりを出して

入札に札を入れている業者と、まじめではないと

いうのは表現間違っていますけれども、正しいか

正しくないかの根拠、その人とか業者の考え方に

よって差が出るということが、もしかしてこうい

うやり方によって発生するのかというのも心配し

ているのです。今後の耐震補強工事の入札のやり

方というよりもあり方についても、少し神経を使

って、きちんとした真っすぐな方針を立てて入札

に向かってほしいというふうに思っていますが、

今私が話をした２点についてどのように思われる

のかお願いします。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 教育委員会といたしまし

、 。ては そのような発想での発注はしておりません

決まったものを決まったとおりに直すというのが

原則でございます。たまたま工事を進めている段

階でそのようなことが生じた、発生したと。判明

したと言うほうが正しいかと思います。そのよう

な場合においては、対処すべきものは対処したほ

うがよろしいという判断でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） 教育部長言っていることはそ

のとおりで私はいいと思います。ただ、先ほども

言いましたけれども、耐震補強、トイレの便器が

古いのは耐震に関係ないでしょう。関係あるので

すか。私はないと思います。なので、やるのだっ

たら、別にその他の改修工事でやったっていいの

ではないですか。それを追加でやることはどうい

うことなのかと。トイレなんて見に行ったら古い

というのはわかるのですから。それをなぜあえて

補正をかけてまで追加でお金を出さないとだめな

のかというところに疑問があるので、聞いている

のです。お願いします。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） ちょっと答弁が漏れたよ

うでございます。

現在耐震補強をやっている工事については、並

行して大規模改修をかけてございます。といいま

すのは、文部科学省の補助でも耐震改修に合わせ

て大規模改修をやる場合には補助金を交付すると

いう制度になっております。といいますのは、ほ

とんどの学校がこれまで建設から何十年も手をか

けていないという状況の中で、耐震性には問題が

なくとも外壁等がいわゆる剥離しているとか、鉄

筋がむき出しになっているとかというふうな形

で、非常に危険な部分があるということで、これ
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を総じて耐震改修の中で改修を進めてよろしいと

いう指針が出ております。これに合わせて当市に

おいてもその耐震改修に合わせて一般の改修、大

規模改修も並行して進めさせていただいていると

いう状況にありますので、ご理解をいただきたい

と思います。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

次に、５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） 斉藤議員と同様の内容ですの

で、質疑は取り下げさせていただきます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第32号の質疑を終わります。

報告第32号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第３３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第22 報告第33号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成21年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、１番澤藤

一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） この議案は、牧野の指定管理

を取り消したことに伴う予算の補正ということで

ございますが、まずこの牧野の管理に当たってい

た法人の役員が入れかわって、その役員がその法

人の資産を着服したということから発生して指定

管理を取り消したということで、これに伴い指定

管理料の返還金と違約金合わせて940万円余りを

補正するということでございますが、今後直営で

はどのような運営形態になるのか。そして、この

。 、賃金はどういう方々に支払いになるのか これは

今までこの現場で働いてきた方々に渡るのかとい

うことでございます。そして、この指定管理料並

びにこの違約金は回収の見込みがあるのかお尋ね

をいたします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず、牧野の管理はどの

ような運営形態になるのかとのお尋ねでございま

すが、平成21年12月１日から平成22年３月31日ま

で市の直営として運営いたします。市営牧野のう

ち金谷沢、宮後、名子の３牧野につきましては、

冬期間でありますので閉牧しており、現在は永下

牧野の畜舎において農家からの預託牛及び種牛、

種馬の飼養管理を行っております。この作業に従

事される方を市の臨時職員として３名雇用してお

ります。

飼養管理作業は、１日２名で行い、出勤は１日

２名となり、３名が交代での作業となります。こ

の３名の方々は、これまで永下畜舎において作業

を行っていた方々であります。

また、夜間警備につきましては、シルバー人材

センターとの委託契約により、これまでと同じ方

向でお願いしております。

、 、また 飼養管理のための配合飼料購入費や電気

水道料などの施設管理経費につきましては、12月

以降の分については市が支払いしてまいります。

次に、賃金はだれに支払われるのかであります

が、雇用いたしました３名の方々は、市の臨時職

員となりますので、市から本人へ賃金をお支払い

いたします。

また、夜間警備の方につきましては、シルバー

人材センターとの委託契約でありますので、市か

らシルバー人材センターへ委託料として支払い
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し、シルバー人材センターから本人へ賃金として

支払われることになります。

それから、返還金並びに違約金の回収の見込み

でございますが、回収に努めてまいります。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 今の答弁で、今まで働いてい

た方々がそのままその仕事ができるというような

理解をいたしましたが、そうであるとすればいい

ことだなと安堵をいたしております。これはもう

一度確認させていただきます。そういうことなの

かということでございます。

３点目については、努めてまいりますという随

分そっけない答弁でございましたけれども、今後

どのような方法を考えているのか。例えばいっと

きこの代表理事の方が私財を売却しても、その着

服した500万円でしたか、それを返還するという

ような説明が、報告に対する質疑の中でありまし

たけれども、いわゆる資産の差し押さえ等も視野

に入れているのか。

それから、今後のことでございますけれども、

このみなみ農園開発の関係では、役員の入れかえ

があって、いわゆる法人の質が、性格が変わった

のではないかというようなニュアンスといいます

か、そういう感じを持っているわけでございます

けれども、この法人の役員等がかわる場合の対応

が何かしら考えられないのか、規制をかけること

ができないのか。こういうことについて、特に回

収の部分、もう少しそっけのある答弁をお願いし

ます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず１点目の雇用の関係

ですが、これは先ほど申し上げましたとおり、継

続して雇用してまいります。

２点目の回収の見込みの件でございますが、こ

れはただいま請求している状況でございます。こ

の期限内に納金がなかった場合の措置につきまし

ては、前回の臨時会でも答弁申し上げております

とおり、法的措置も視野に入れて検討してまいり

たいと思います。

それから、３点目の法人の役員の変更への対応

でございますが、役員がかわった場合には変更の

届け出をしていただいております。なお、この契

約は役員個々と契約しているものではなくて、あ

くまでも法人との契約でございます。その中で運

営業務が適切に行われているということであれ

ば、市のほうから何ら異議等の申し入れをするも

のではないというふうに理解してございます。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 前の議案でもいろいろ議論を

させていただきましたが、厳しく審査をしている

と。その審査の結果、指定管理者を指定している

わけです。そして、途中で法人の中身がかわって

今回のような事案が発生しているわけです。それ

で、その期限までに納付されない場合には法的な

手段をとると、当然でしょう。役員がかわった場

合に届け出をしていただくと、それもそのとおり

でしょう。そして、随分厳しく審査、チェックを

した割には今回のような事案が発生しているわけ

です。ですから、厳しくチェックしているという

自負があるのだろうけれども、実態を見ればそう

でないわけです。これは、やはりこの法人がどう

いう法人なのかということをきちんと見きわめ

て、法的な措置をとられるということですから、

当然また市の負担も出てくるわけです、いろんな

経費が。そして、最終的に回収できないかもしれ

ないわけです。この辺の対応をきちんとやってい

ただきたいと思います。市長の覚悟のほどを表明

いただけないでしょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ただいま部長からも答弁ご

ざいましたように、今請求をしております。その

後の推移をしっかり見守り、そして法的措置も講
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じていかなければいけないだろうと、そのような

形で進めていきたい。これは、回収に何としても

努めていかなければいけないというふうな思いで

ございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

次に、５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） １点だけお聞きいたします。

６ページの歳入のほうに使用料ということで

334万5,000円が計上されておりますが、これは確

実に入るものかどうかというのを確認させていた

だきます。かなりあやふやなみなみ農園開発でし

たので、取るのはもう前もって取ってしまってい

るのかなという心配がございます。

そしてまた、牧野の使用料の徴収の仕方は実際

。 、どうなっているのか 月単位で徴収していたのか

年度始めに全部もらっていたのか、それとも預け

終わった最後に精算していたものかどうか、これ

をお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず牧野使用料の334万

5,000円につきましては、これは平成21年12月１

日から平成22年３月31日まで、市が管理する牧野

に係る牧野使用料でございます。

これまで指定管理されていた期間の使用料では

ございません。12月１日から市が管理する部分の

使用料でございます。

それから、牧野使用料につきましては、各牧野

ごとに１カ月ごとに集計し、翌月に請求しており

ます。12月１日以降の分につきましては、市が請

求することとなります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 指定管理の今後のあり方、こ

この牧野の今後のあり方でありますが、賃金の部

分もございました。３名の臨時の方が引き続き雇

用されるということで大変喜ばしいことでありま

。 、す ちょっと細かいことをお聞きしたいのですが

この賃金は今までもらっていた賃金と同じ金額の

187万5,000円ということで算出したものかどう

か。そうすると、大体１人当たり一月十五、六万

。 、円ということです 何を言いたいかといいますと

結局雇用されている方にとってはずっと働きたい

という望みを持っているので、結局市の政策によ

って、この方たちの雇用がかなり不安定な状況に

なるというのはなるべく市としては避けなければ

いけないのかなと。そしてまた、今後４月以降、

別の法人に指定管理になったら、今までの給料よ

りちょっと下げられたとか、そういうふうなこと

がないような形で市のほうとしては今後対応する

べきではないかなというふうに思いますので、今

までの給料、もらっていた賃金と同じ給料をこの

３人の方には払っていくものかどうか、そこのと

ころを確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 12月１日から３月までの

方々の賃金については、市の臨時職員の賃金単価

で支払いすることとなります。

、 、指定管理料の算定に当たっては 市の臨時職員

これまで牧野管理に当たってきた単価を基準に算

出してございますので、その額で支払いされてお

ります。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。15番半田義秋議員。

〇15番（半田義秋） このみなみ農園開発の指定管

理は、今から３年前に、いわくつきとまでは言わ

なくても、かなり前の議会でこれは発起人が云々

でかなりもめて見直しした指定管理だと、私はこ

のように思っています。杉山前市長が急にお亡く
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なりになりましたので、真意のほどはわかりませ

んけれども、現宮下市長も２年半以上今の職につ

いているわけですので、私が指定管理したのでは

ないからと言い逃れはできないと思うのです。そ

こで私は、役員がかわった、かわったと言うけれ

、 、 。ども 役員の変更は これ大したことないのです

ただ、指定管理の指定をしたときと代表理事がか

わっているということは、これはゆゆしき問題な

のです。普通の理事とか監事がかわったって、そ

れはそんなに差しさわりがないけれども、この代

表理事がかわったとなると、これはちょっと話が

別なのです。そこで、どうしてそういう代表理事

がかわったのかという、これはやはり経緯を市の

ほうで指定管理させているのですから、聞かなけ

ればならないのは、当然これが、まず１点。

それで、１年、２年はそれなりに順調にいった

、 。のでしょう 別に監査しても問題がなかったので

問題は、ことしに入ってからです。もう早くから

恐らくわかっていたはずです。６月ごろから、何

かそういう使い込み、着服が表面に出ていたので

すけれども、そのうちそのうちと思っているうち

に10月に、これ実はと、こう来たわけでしょう。

そこで私が聞きたいのは、最後の指定管理料、こ

れは500万円だと思うのです、最後は。それは、

いつ支払いしましたか。どこの銀行に振り込んだ

か、それを教えてください。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お答えいたします。

10月20日ごろにみちのく銀行のほうに振り込み

をしてございます。

代表理事がかわりましたのは、経営の責任をと

ってというふうに伺っています。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（半田義秋） 経営の責任をとったというよ

りも、私はほかの理事からもちょいちょい聞いて

、 。いるのですけれども それはそうではないのです

結局いづらくさせてしまったと。これは人のこと

だから、内容はどうでもあるけれども、そういう

理由で、経営の責任をとったのではないのは確か

なのです。

それで、10月20日、これ前にはまなす農協にず

っと今まで振り込みしていたのですけれども、そ

の月だけみちのく銀行に入れましたね。これは、

結局肥料代ははまなす農協が取っているので、こ

の500万円をはまなす農協の通帳に入るとまずい

のです。結局差し引かれてしまうから、自分に入

。 。ってこないと それで口座を急に変更したのです

これは、あなたたちに責任ないとは言えない。向

こうのほうが一枚も二枚も上手だ。これは間違い

、 。 、ないでしょう 変わったでしょう 今まで20日に

はまなす農協へ入れていたでしょう。そこだけ１

つ。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 10月分につきましては、

。 、みちのく銀行に振り込みしております その前は

はまなす農協だったようでございます。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（半田義秋） やはり普通は急にかえたら変

だなと思わなければならないのだけれども、それ

は仕方ない、向こうのほうが一枚上手だから。

それで、市長、そのほかにも、はまなす農協の

ほかにも結構不払いされている商店があるので

す。それは、この今12月の師走に来て、市は関係

ないと言えばそれまでだ。ただ、指定管理をさせ

たからには、バックに市があると、みんなそう思

っていたらしいのです。だから、みなみ農園開発

がつぶれた場合は、市で何とかしてくれるだろう

、 。と そう思って貸している人がほとんどなのです

でも、これは市では責任を負う道理も何も私は当

然ないと思うのだけれども、市長の心情として、

道義的責任としてどう思いますか。そういう人た

ち、かわいそうではないですか。助けるすべがな
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いと言えばそれまでですけれども、私にどうする

のよと言えばそれまでだけれども、市長の気持ち

としてどうですか、今12月の師走に来て、そうい

うみなみ農園開発からもらえといったってお金が

ないのだから、あの人たちは、もう。はまなす農

協で請求したら、財産ないらしいですよ、２人と

、 。 、も ３人も 理事がだれも財産ないらしいのです

はまなす農協で請求したら。当然市だって、この

970万円もらえないですよ、これはもう無理。幾

らあなた方が起訴しても何しても、ないそでは振

れないのだから、もらえません。

それで私不思議なのは、菊池さんが、代表理事

がこの着服した人を訴えない、これが私まず第一

に不思議。普通は訴えるでしょう。しかも、農協

に入るお金をぱっと変えて、その人は、もう使い

込みした人はいませんよ、だれにおんぶしたかわ

からないけれども、その金ももうなくなってしま

っていると。みんな私は一つのあれだと思ってい

る、市長。我々はこういうふうに笑っているけれ

ども、金貸している人とか、物を貸している人は

。 、大変ですよ これから市で運営するといったって

前のものを払ってくれと言われたらどうします

か。前のものを払わなければ、もう納めないよと

言われたらどうしますか、市長。まずその貸して

いる人の心情と、それから今私がお尋ねしたこと

を答えてください。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 心情ですので、心情は非常

に申しわけないと、そういうふうな意味で、先般

もある方とお会いしましたら、やはり今半田議員

のお話のとおり、指定管理というふうなもので、

先般もたしかこの議場で同様の趣旨のお尋ねがあ

りましたけれども、やはり契約はされておりませ

んけれども、市の指定管理だというところで貸し

付けをしたりしたというふうな、そういう心情を

吐露されました。非常にその部分は現在の心境と

して申しわけないなと、このように思います。で

すから、努めてこの回収には頑張っていかなけれ

ばいけないだろうと。それはしっかりと段取りを

、 、踏んで法的措置 先ほど答弁いたしましたように

法的措置も辞さないということは、当然従ってい

ただかなければ法的措置をとっていくというふう

なことでございます。

あと１つ何でしたっけ。

（ これからの運営に、前の貸し「

ているお金を払わないから飼

料を納めないと言ったらどう

するのですか」の声あり）

〇市長（宮下順一郎） いや、それはないです。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 資材の搬入、納品につき

ましては、市のほうで、市内の業者に見積もり等

依頼をして購入という形になりますので、市内の

業者の方々には市からの発注ということでお願い

をしていきたいというふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） これで半田義秋議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第33号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第33号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第33号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。



- 89 -

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第33号は承認することに決定いたしまし

た。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明12月８日は常任委員会の

ため休会したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、明12月８日は常任委員会のため休会すること

に決定いたしました。

なお、12月９日は一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時０２分 散会
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